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１ 計画策定の趣旨 
 

本市は、平成２９年３月に、「亀山市総合計画条例」（以下「総合計画条例」という。）に基づき、

平成２９年度から９年間を計画期間とする『第２次亀山市総合計画—グリーンプラン２０２５—』を

策定し、持続的に成長する都市を目指し、将来都市像『歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都かめ

やま』の実現に向けたまちづくりを積極的に推進してきました。 

この間、人口減少・少子高齢化社会の進行をはじめ、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行

の影響やその後の国際情勢の変化等によるエネルギー価格や物価の高騰など、不確実性の時代を背

景に、スマート社会の到来に伴うデジタル技術の急速な普及、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の

広がり、働き方改革の進展など、社会経済情勢の動向とともに人々の価値観も変化してきました。 

こうした中、本市は、市制施行から２０年が経過し、今後も都市の持続的な成長と市民のＱＯＬ

（暮らしの質）の向上に向け、健全な行財政運営のもと、総合的かつ計画的なまちづくりを展開し

ていかなければなりません。そのため、令和７年度末をもって、市の最上位計画である第２次総合

計画の計画期間が終了することから、今後も、将来を見据えながらまちの成長力や住み良さを一層

高めていくため、第３次総合計画（以下「本計画」という。）を策定するものです。 

 

 

２ 計画の構成と期間 
 
（１）計画の構成 
 

本計画は、総合計画条例第２条の規定に基づき、「基本構想」・「基本計画」・「実施計画」の３層

構造で構成します。 
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（２）計画の期間 
 

総合計画条例において、総合計画は、「市の将来の長期的な展望のもとに市政のあらゆる分野を

対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針」と規定されていることから、基本構想は、概

ね１０年後を見据えつつ、計画期間を令和８年度から令和１５年度までの８年間とします。 

また、基本計画及び実施計画は、計画期間を４年間とし、令和８年度から令和１１年度までを

前期基本計画、令和１２年度から令和１５年度までを後期基本計画の期間とします。 

なお、市政に関する情勢に大きな変化があった場合には、必要に応じ計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

３ 計画の管理 
 

本計画は、策定（ＰＬＡＮ）－進行管理（ＤＯ）―評価（ＣＨＥＣＫ）－見直し（ＡＣＴＩＯＮ）

の実施によるＰＤＣＡサイクルに基づき、その進捗状況や達成度の可視化を図ります。 

また、評価（ＣＨＥＣＫ）の過程においては、行政評価システムの運用により、毎年度、施策評

価・事務事業評価を実施し、その結果を公表するとともに、評価結果を踏まえ、必要に応じて取り

組み内容等を見直し、計画の効果的な推進を図ります。 
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４ 社会経済情勢の変化 
 

本計画の策定に当たり、留意すべき社会経済情勢の変化を次のとおり整理します。 
 
（１）人口減少・少子高齢化の進行 

我が国の総人口は、令和６年１０月１日現在で１億２,３８０万２千人（総務省推計人口）とな

り、２００８（平成２０）年の１億２,８０８万４千人をピークに、１４年連続で減少し、この間

４００万人以上減少しています。 

また、６５歳以上の老年人口は一貫して増加し、直近では総人口の約３割を占める一方、１５

歳未満の年少人口比率は、約１割まで低下しました。こうした本格的な人口減少の進行により、

令和２年国勢調査結果を基準人口とする国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計（以下「社

人研人口推計」という。）によれば、２０７０年には、総人口が約８,７００万人まで減少すると

見込まれています。また、人口減少は、労働力不足や経済活動の低下、社会保障費の増加等を引

き起こし、それらが現役世代の個人消費や新たな世帯形成の障壁となり、出生数が減少するとい

う人口減少の連鎖や、地域活力の低下につながることが懸念されています。 

さらには、人口減少や人口構造の変化に加え、世帯形態も変化しており、核家族化が一層進む

とともに、単身世帯や高齢者単身世帯、ひとり親世帯の割合が高まることが見込まれるため、社

会的に孤立する世帯の増加が懸念されていることから、誰もが安全・安心に生活できるよう、今

後もセーフティネットの確保が求められています。 

 

（２）価値観の多様化、ウェルビーイング志向の高まりとプラネタリーヘルスの波及 

時代の変化に伴い、個人の価値観や生活様式が多様化し、経済的な豊かさに加え、癒しや安ら

ぎ、健康といった心の豊かさが求められています。また、集団行動や画一性を重視する価値観か

ら、個々の自由な考えや個性が尊重される社会への転換が進んでいます。また、インターネット

等の普及により、社会経済活動の範囲はさらに拡大し、テレワークの浸透等によって、働き方や

家族の在り方、世代間や就業形態、身の周りの環境等に応じた価値観の多様化が進んでいます。 

一方、国では、地方で暮らす人々の「心ゆたかな暮らし」（Well-Being）や「持続可能な環境・

社会・経済の実現」（Sustainability）を目指し、地域幸福度指標を利用した各種取り組みの円滑

な連携を推進しています。また、少子化や超高齢化が一層進行する中、「こどもまんなか社会」の

実現に向け、子ども一人ひとりのウェルビーイングの向上を目指し、子どもの権利保障や支援体

制の強化に向けた取り組みを進めるとともに、「生涯現役社会」の実現を通じて、それぞれの立場

を認め合い、誰もがウェルビーイングを実感しながら暮らせる社会の構築も大きな目標としてい

ます。 

さらに、気候変動や生物多様性の損失等が深刻化する中、地球環境の健全性と人の健康は一体

不可分であるという「プラネタリーヘルス」の概念が、新たな視点として国際的に注目を集めて

おり、ＳＤＧｓやネイチャーポジティブへの移行も踏まえながら、分野横断的な研究・社会実装

が求められています。 

 

（３）経済活動のグローバル化と経済情勢の変化 

国を越えた人・モノ・情報の流通が加速し、国際競争が激化するとともに、対日・対外投資を

はじめ、インバウンド消費の拡大や国産品の海外販路開拓、外国人労働力の確保など、経済活動

のグローバル化が進展し、その影響は地域経済にも及んでいます。 

そのような中、我が国経済は、感染症ショックによる低迷後、緩やかな景気回復が続く中で、

２０２４年には名目ＧＤＰが初めて６００兆円を超え、賃上げ率も上昇するなど、明るい動きも

みられます。一方で、食料品等の物価高騰が続き、個人消費の回復は賃金・所得の伸びに比べて

力強さを欠いています。また、米国の追加関税措置による経済の下押しリスクへの懸念など、外

部環境の影響を受けやすい中で、地域経済の安定と活力の向上が求められています。 
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（４）安全・安心に対する意識の高まり 

南海トラフ地震が今後３０年以内に発生する確率値は、政府の地震調査委員会において６０～

９０％程度以上とされ、切迫性の高い状況が続いているとともに、令和６年８月には初めて「南

海トラフ地震臨時情報」が発表されるなど、発生リスクが高まっています。また、大型台風や線

状降水帯の発生など、自然災害への備えに対する意識も高まっており、都市インフラの長寿命化・

更新に加え、防災情報の伝達や自主防災組織の強化など、ハード・ソフト両面からの取り組みが

求められています。 

また、従来からの災害リスクに加え、コロナ禍の経験を通じて新たな感染症への危機管理意識

が高まっています。加えて、国際的な問題に関連する物価上昇、デジタル技術の発展によって脅

威を増すサイバー攻撃、高齢者等を狙った特殊詐欺やインターネット犯罪など、日常生活におけ

る複雑化・高度化した新たなリスクへの対応が求められています。 

 

（５）地球環境・エネルギー問題の深刻化 

深刻化する気候変動による気温の上昇と都市部でのヒートアイランド現象により、熱中症の増

加など、健康面への影響をはじめ、渇水や洪水リスクの増加、食料生産の不安定化、生態系の喪

失、冷房需要の増大によるエネルギー消費の増加など、様々なダメージが危惧されており、気候

変動への適応が急務となっています。 

また、我が国では、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」を踏まえ、２０５０年までに

カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、２０３０年度には温室効果ガスを２０１３年度比

で４６％の削減を表明しています。このため、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが求められて

います。 

一方、ロシアによるウクライナ侵略等により、国際的なエネルギー・資源・食料価格の上昇、

供給の途絶や混乱への懸念が高まり、世界的な安定に影響を及ぼすリスクが増大していることか

ら、エネルギーに関する安全保障の重要性や地域における食料自給の必要性等が指摘されていま

す。 

 

（６）デジタル社会の進展 

コロナ禍におけるＤＸの普及も相まって、デジタル技術が急速に進展し、次世代高速通信網 

（５Ｇ）や人工知能（ＡＩ）、ＳＮＳ等のプラットフォーム、クラウドサービス、自動運転、オン

ライン・キャッシュレス化等が、社会生活や企業活動等において不可欠な社会基盤となり、その

領域が拡大しています。これにより、人々の情報収集、コミュニケーション、企業や個人の経済

活動に大きな変化と影響が生じつつあります。 

また、ＡＩが爆発的な進化を続けており、大規模言語モデルによる汎用モデルの開発が進展す

る一方、新たな技術も登場しており、技術変革の可能性が高まっています。さらに今後進化する

ことで、あらゆるデジタル分野に浸透・連携し、デジタル社会を支える基盤的要素となることが

期待されます。 

 

（７）高速交通網の進展と日本中央回廊の形成 

中部・近畿両圏においては、新東名高速道路・新名神高速道路の開通によるダブルネットワー

クが概成するなど、高速道路の機能強化が進んでいます。今後、新たな広域幹線道路の進捗や、

リニア中央新幹線の全線開業も相まって、東西・南北方向の広域交通連携軸が強化され、広域交

通ネットワークの充実が図られることとなります。 

また、現在、先行区間（品川～名古屋間）で建設工事が進められているリニア中央新幹線は、

将来の日本を支える新たな国土の大動脈として、３大都市圏を約１時間で結びます。この圧倒的

な時間短縮効果により、人口約７，０００万人の世界をリードする巨大経済圏「日本中央回廊」

が形成され、経済・産業・文化等の対流・融合による新たなイノベーションの創出や交流・連携

の強化が期待されています。さらには、リニア効果を最大限に発揮するため、早期の全線開業に

加え、広域連携の視点を持ったまちづくりが求められています。  
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５ 亀山市の現状と取り巻く状況の変化 
 

本計画の策定に当たり、本市の現状と留意すべき主な市を取り巻く環境の変化を次のとおり整理

します。 

 

（１）本市の沿革 
 
①自然的・地理的特性 

本市は、三重県の北中部に位置し、南は津市、東は鈴鹿市、西は伊賀市、北は滋賀県甲賀市

に接しており、総面積は１９１.０４km²で、三重県内の主要都市である津市や四日市市、鈴鹿

市からは２０ｋｍ圏内、名古屋市からは約５０ｋｍ、大阪市からは約１００ｋｍに位置してい

ます。 

また、本市の北西部には、標高５００ｍから９００ｍ前後の鈴鹿の山々が南北に走り、そこ

から東方面にかけては、傾斜面の丘陵地や台地が形成され、伊勢平野へと続いており、中央部

には、加太川や安楽川を支流とする鈴鹿川と中ノ川が東西に流れ、伊勢湾へと注いでおり、農

業水利等の源となっています。 

 

➁社会的・経済的特性 

本市は、我が国の中央部、中部と近畿の結節点に位置し、また伊勢方面への分岐点でもある

ことから、古くから交通の要衝として栄えてきました。中でも近世になってからは、東海道の

宿場町として、また、亀山城を中心とした城下町として歴史的に重要な役割を果たしてきまし

た。特に「関宿」は、江戸時代の町並みが現在も良好に保存されており、国の重要伝統的建造

物群保存地区にも選定され、地域の文化や歴史を感じることができます。 

さらに、近代に入ると、関西鉄道（現関西本線）と参宮鉄道（現紀勢本線）が相次いで開通

し、これら両線が分岐する鉄道のまちとして本市は発展してきました。 

一方、道路については東海道が国道１号として整備された後、東名阪自動車道、近畿自動車

道伊勢線、新名神高速道路が整備され、国道１号や名阪国道とも結節し、名阪間の交通アクセ

スに優れた立地が地域の発展を支えています。 

 

（２）地域幸福度指標から見る本市の位置 
 

地域幸福度指標は、客観指標と主観指標のデータをバランスよく活用し、市民の「暮らしやす

さ」と「幸福感（Well-Being）」を指標で数値化・可視化したものであり、ウェルビーイング調査

に基づく主観データ及び暮らしやすさの客観データにより、本市の特徴を俯瞰的に捉えることが

できます。 

なお、デジタル庁のダッシュボードを活用し、全国の調査結果に基づきデータを偏差値化した

結果は次のとおりです。 

 

〇客観データの偏差値においては、雇用・所得、住宅環境、自然の恵み、自己効力感、

都市景観等のカテゴリーにおいて、他の自治体と比較して高い評価となっています。 

○主観データの偏差値においては、自然の恵み、住宅環境、文化・芸術、健康状態、自

己効力感、地域とのつながり等のカテゴリーにおいて、他の自治体と比較して高い評

価となっていいます。一方、雇用・所得、事業創造、医療・福祉、買物・飲食、移動・

交通、遊び・娯楽が他の自治体と比較して低い評価となっています。 

○客観データに比べ主観データが低いカテゴリーとして、買物・飲食、遊び・娯楽、雇

用・所得、医療・福祉、事業創造、移動・交通、都市景観が挙げられます。 

○客観データ、主観データ共に高い評価となっている、自然の恵みや住宅環境、自己効

力感は本市の強みとして捉えられます。 
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図１ 亀山市における地域幸福度（Well-Being）指標のダッシュボード 

 

【出典】一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度（Well-Being）指標」 

2024 年度版（令和 6 年度版）Well-Being 個別調査 

 

注：凡例について 

客観データ ・客観データとは、国や自治体が公的に集めた統計情報など、事実に基づいて収集された

データのことをいう。 

・例えば、人口当たりの施設数、ごみのリサイクル率、失業率、犯罪件数、健康寿命とい

ったデータがこれに含まれる。 

主観データ ・主観データとは、「自分の暮らしにどれだけ満足しているか」「この地域に住み続けたい

と思うか」といった住民の意識を、アンケートやインタビュー等を通じて得たデータの

ことをいう。 

・例えば、「地域の安全性に満足している」「子育てしやすいと感じる」「将来もこのまちに

住みたいと思う」等の回答結果が主観データとなる。 

※指標については、データを偏差値で数値化することで、全国の他の地域との比較を可能としています。また、客観

データ・主観データの両方を比較することで、地域の“実態”と“住民の実感”の両面からの分析を可能としてい

ます。 
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注：ウェルビーイング調査における指標について 

 

 

 

 

 

 
 

 
【出典】「デジタル田園都市国家構想実現に向けた地域幸福度指標の活用（デジタル庁ホームページより）」 

（３）人口動向 
 

主観（ウェルビーイング）評価指標 ～ 全５０問 

市区町村版 暮らしやすさ客観指標のカタログ 
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本市の人口は、平成２２年の５１,０２３人をピークに減少に転じ、令和２年には４９,８３５

人と５万人を割り込みました。 

社人研人口推計では、今後も人口減少傾向は続き、令和３２(２０５０)年の人口が４３,１３１

人と、令和２年からの３０年間で約６,７００人が減少する見通しです。 

一方、人口は緩やかに減少しているものの、世帯数は増加傾向にあります。 

また、少子高齢化の進行により、死亡数が出生数を上回る自然減が続く一方で、令和元年以降

は、転入者が転出者を上回る社会増が継続しており、総じて人口減少の度合いが抑制されていま

す。 

また、地区別の人口は、総人口が減少に転じた平成２８年と令和７年を比較すると、井田川・

川崎地区で増加している一方、その他の地区では減少しており、人口の地域格差が広がっていま

す。また、野登・白川・坂下・加太地区では、人口減少率が１５％を上回っており、他の地区と

比べ人口減少が速いペースで進行しています。 

 

図２ 人口・世帯数の推移 

 

資料 人口：国勢調査、三重県月別人口調査、世帯数：住民基本台帳人口（各年１０月１日現在） 
 

図３ 人口の自然増減数と社会増減数の推移 

 ＜自然増減数＞                ＜社会増減数＞ 

 

資料 住民基本台帳人口（各年） 

 

図４ 地区別人口の推移 
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（単位：人） 

 
 

資料：住民基本台帳人口（各年４月１日現在） 
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（４）経済動向 
 

市内総生産の推移を見ると、全体としては、平成２６年度までは減少傾向が続いていましたが、

その後は回復し、コロナ禍を経ながらも増加傾向が続いています。 

産業別に見ると、第１次産業は平成２４年度の１７億円が最大で、令和４年度には１２億円に

まで減少しています。また、第２次産業については、平成２３年度から平成２６年度にかけて大

きく生産額を下げたものの、その後は回復基調にあり、令和４年度には２,７０７億円にまで伸

びています。さらに、第３次産業については、平成２３年度から令和４年度にかけて概ね    

１,１００億円前後の横ばいで推移しています。 

 

図５ 産業別生産額の推移 

 
資料 三重県の市町民経済計算（令和４年度） 

 

図６ 産業別生産額伸び率の推移（平成 23 年度＝100 とした指数） 

 

資料 三重県の市町民経済計算（令和４年度） 

  



11 

 

（５）財政動向 
 
一般会計の歳入決算総額は、令和元年度までは約２１０億円で推移していましたが、令和２年

度はコロナ禍の緊急財政措置等の影響から約２７６億円まで増加しています。その後は減少傾向

にあり、令和６年度には約２３２億円となっています。 

歳入のうち、市税等の自主財源額はほぼ横ばいで推移し、令和６年度は約１２２億円となって

います。また、歳入決算総額に占める自主財源比率は、コロナ禍以前は６０％前後で推移してい

ました。コロナ禍以降は一時５０％を下回りましたが、その後は回復基調にあります。 

一方、歳出においては、人件費や扶助費等の義務的経費は、令和元年度までは１００億円以下

で推移していましたが、歳入決算総額と同様に令和２年度以降は１割以上増加しています。 

 

図７ 歳入決算総額及び自主財源額の推移 

 
資料 財務課（各年度） 

 

図８ 歳入決算総額及び義務的経費の推移 

 

資料 財務課（各年度） 
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（６）本市を取り巻く環境の変化 
 
①人口減少・少子高齢化の進行 

本市の総人口は、三重県月別人口調査結果によると、平成２２年をピークに減少し、令和６

年１０月１日時点の総人口は４９,３７０人で、死亡数が出生数を上回る自然減が続いている

ことが要因で、ピーク時から１,６００人を超える減少となっています。また、住民基本台帳人

口による人口比率を見ると、総人口ピーク時と比べ年少人口比率が０．７ポイント減の１３.

１％と微減となっている一方、老年人口比率は５.９ポイント増の２７.６％と、全国の動向と

同様に高齢化は進行していますが、三重県内１４市の中で老年人口比率が鈴鹿市に次いで２番

目に低くなっています。 

さらに、社人研人口推計によれば、今後も人口減少・少子高齢化が進行し、２０年後の   

２０４５年には、総人口が４５,０００人を下回り、年少人口比率が１１.３％、老年人口比率

が３５．０％と予想されていますが、現在、三重県内１４市の中で、年少人口比率は最も高く、

平均年齢は四日市市に次いで２番目に低くなっており、将来的にも人口減少スピードは、緩や

かなものと見込まれています。 

一方、令和６年１０月１日時点の住民基本台帳人口による世帯数は２２,４３５世帯で、一人

暮らしや核家族世帯の増加により、人口がピークであった平成２２年と比較し１０％以上増加

しています。 

緩やかに人口減少・少子高齢化が進行する中、今後は、若者・子育て世代を中心とした移住

等による転入者の増加を図り、人口減少の抑制とバランスの取れた人口構造の確保に加え、都

市活力の向上や郊外部を含めた各地域での暮らしやすさの確保が求められます。 

 

②中心的都市拠点の機能強化と都市インフラの強靭化 

令和４年１０月にＪＲ亀山駅周辺における市街地再開発事業（組合施行）が完成し、市立図

書館の移転によるにぎわいの創出や共同住宅の整備による居住人口の増加等により、中心的都

市拠点の機能強化につながっています。一方、現時点でＪＲ亀山駅周辺への商業機能の立地は、

未だ十分ではない状況にあることから、当該駅周辺を建設予定地に決定した新庁舎との連携も

見据えつつ、さらなる中心的都市拠点の機能強化に向けた官民が連携した取り組みが期待され

ます。 

また、市北東部を中心に、居住誘導区域及び用途地域の区域外における宅地開発や商業施設

の立地が進行していることから、コンパクト・プラス・ネットワークの都市形成に向け、都市

の拠点性強化やまとまりのある居住地の形成を促進する必要があります。 

一方、高度成長期に整備された社会資本の老朽化が急速に進行することが懸念される中、本

市も、橋梁や上下水道等の計画的な保全・整備を進めてきました。今後も、市民生活の安全性・

利便性の確保や、発生が危惧される巨大地震等の事前防災の観点から、計画的な維持管理と老

朽化対策等による都市インフラの強靭化が急がれます。 

 

③豊かな自然環境と鈴鹿川等源流域の保全 

鈴鹿山系等は、都市景観の形成をはじめ、鈴鹿川等の源流域から流域全体に豊かな恵みをも

たらし、市民生活を支える貴重かつ重要な地域資源です。本市は、「鈴鹿川等源流域の自然環境

と歴史的資源を守り継ぐ条例」の制定など、豊かな自然資源や生態系を保全・活用する取り組

みを関係団体と連携・協働しながら推進してきました。今後も持続的で広がりのある活動を展

開し、次代へ継承していく必要があります。 

一方、これらの地域資源を保全・活用する農林業従事者の担い手が減少し、農地や森林の多

面的機能の低下や耕作放棄地の増加が危惧されるとともに、獣害被害の拡大等により、生産活

動に支障が生じている状況にあります。 
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④健康まちづくりの推進による健康文化の醸成 

健康都市連合加盟都市である本市は、コロナ禍における市民の健康に対する行動変容を一過

性のものとせず、「かめやま健康都市大学」の創設によるヘルスリテラシーの向上や、健康マイ

レージによるヘルスプロモーションの展開、地域医療・救急医療体制の充実、食生活の改善、

フレイル予防、予防接種費用助成・口腔ケアの充実など、健康都市政策を積極的に推進してき

ました。これらの取り組みにより、市民の健康意識が高まり、健康都市としての健康文化が醸

成されつつあるため、今後も普及拡大が求められています。 

また、健康都市としてのＱＯＬの向上は、ＳＤＧｓやウェルビーイングの理念にも通じるも

のであり、健康のみならず、環境・文化・教育など、幅広い分野からの取り組みが必要となり

ます。そのため、そうした仕組みや横断的な取り組みのさらなる推進が求められます。 

 

 

⑤産業集積やリニア中央新幹線の誘致等による交通拠点性の向上 

地理的優位性や交通アクセス性等の地域特性を生かし、市内民間産業団地への積極的な企業

誘致等により多様な産業集積を促進し、内陸工業都市としての進展を図ってきました。しかし、

亀山・関テクノヒルズの分譲地が完売し、工業用地の不足等による新たな産業基盤の確保が急

がれており、将来性ある産業分野の立地促進が期待されます。 

一方、令和４年１１月、リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会において、県内駅の候

補地を本市内とする決議が行われ、四半世紀以上にわたる官民一体のリニア駅誘致活動は、新

たな段階に入りました。また、建設主体が名古屋以西区間の環境影響評価に着手するなど、整

備に向けた取り組みも着実に進められています。 

さらに、令和４年に国道３０６号「鈴鹿亀山道路」の事業化が決定し、国道３０６号へのイ

ンターチェンジの設置等とあわせて、広域幹線道路ネットワークの拡充が期待されています。 

こうした本市の今後のまちづくりに影響を及ぼす事業の動向を見据えつつ、さらなる交通拠

点性の向上により、働く場の創出や市街地の活性化など、都市機能の充実や魅力化の向上につ

なげていく必要があります。 

 

⑥切れ目のない子育て支援と教育環境の充実 

本市は、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を中心に切れ目のない子育

て支援体制の充実を図ってきました。また、令和６年４月には、母子保健と児童福祉の機能を

一体化した機関として「亀山市こども家庭センター」を開設し、妊娠期からすべての妊産婦と

子ども、子育て世帯に対し効果的で切れ目のない一体的な支援を行っています。 

さらに、児童発達支援については、令和７年４月に民間の児童発達支援センターが開設され

たことに伴い、面的整備型児童発達支援体制を整備することで、個々のニーズに応じた支援の

充実が期待されます。 

一方、本市は、市内全小中学校における学校運営協議会を中心とした学校と地域が連携した

学校運営の推進、保幼認小連携による段差の少ない切れ目のない教育の実践、子どもの特性や

事情に配慮した個別最適な学びの機会の確保等により、子どもたちの豊かな学びを推進してき

ました。また、川崎小学校や井田川小学校の増・改築、普通教室等への空調設備の計画的な整

備等により、学びの環境の充実を図っています。 

こうした子育て支援や教育環境の充実は、本市への転入など「選ばれるまち」の大きな要素

であることから、気候変動の影響による平均気温の上昇への対応や多様化するニーズへの対応

等を含めた、さらなる充実が求められます。 
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➆感染症ショックからの克服と価値観の変化 

未曽有の感染症ショックに対し、関係機関や関係団体と連携しながら、迅速かつ的確に市を

挙げた総合対策を講じたことで、コロナ禍を克服し、市民生活の日常を取り戻すことができま

した。 

また、コロナ禍を通じて、ＧＩＧＡスクール構想の展開や行政手続きのオンライン化など行

政ＤＸの推進、防災情報伝達手法の整備等の取り組みが進んだ一方で、感染症による人と人と

のつながりの希薄化により、地域文化の継承や後継者の確保等において、地域力の低下や価値

観の変化が懸念されています。 

そのため、地域づくり活動が活発に展開されるよう、住民相互の連携による地域の安全・  

安心に取り組む地域まちづくり協議会や自治会等の活動を支援し、まちの活力を向上させてい

く必要があります。 

また、コロナ禍の経験を新たな感染症への備えやリスクマネジメントの教訓として捉え、危

機管理体制やレジリエンスの強化、健康づくり・地域医療における関係機関との連携など今後

の関連施策の展開に生かしていく必要があります。 

 

➇厳しさを増す財政運営と財政構造改革の推進 

本市の財政は、液晶関連産業の集積等により、平成１７年度から普通交付税の不交付団体と

なるなど、強固な財政基盤を形成してきましたが、平成２０年の世界的な経済不況等による市

税収入の落ち込み等を背景に、平成２３年度には普通交付税の交付団体に転じ、行政経営の大

きな転換点を迎えました。 

その後、令和元年度以降、コロナ禍を背景に膨らんだ国・地方の歳出やエネルギー価格・物

価の高騰に加え、継続的な義務的経費の上昇は、市の財政運営に大きな影響を及ぼし、事業の

再編や統廃合による歳出の削減が進んでいないことや、既存事業の拡張等の構造的課題と合わ

せ、財政調整基金残高の減少傾向が続いており、抜本的な財政構造の立て直しが急務となって

います。 

こうした背景を踏まえ、今後の扶助費等の伸びや公共施設の更新等を勘案し、令和６年５月

には、「財政構造改革骨太方針２０２４」を策定し、さらなる歳出削減と歳入確保の取り組みを

短期集中的に進めているところであり、厳しい財政状況からの早期回復が求められています。 
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６ 市民意向 

 
令和６（２０２４）年度に実施した、市民アンケート（１８歳以上市民）調査、小学生・中学生・

高校生アンケート調査、各種ヒアリング調査、ワークショップ等から、市民意向を整理します。 

 

①住みやすさ 

○市民の６割以上が亀山市は「暮らしやすい」と評価しています。 

 

図９ 亀山市は暮らしやすいか（住みやすさを感じるか） 

 

資料 令和６年度アンケート調査（市民、小学生、中学生、高校生） 

 

②将来の定住意向 

○市民の８割以上が「住みたいと思う」と回答しています。また、本市に住みたい理由では、

市民、学生とも「自然の豊かさや多さ」に対する評価が高く、学生では、「人のやさしさ」に

関する評価も高くなっています。 

 

図１０ 将来の居住意向（住み続けたいか） 

 
資料 市民アンケート調査 
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③満足度と重要度 

○自然環境の豊かさ、安全でおいしい水道水、生活排水処理、高速道路網については、継続し

て満足度が高く、ＪＲ亀山駅前に整備した図書館に対する満足度の向上がみられます。一方、

公共交通、余暇・飲食、産学官民連携に関する項目は低評価となっています。 

 

○今後の取り組みの重要度では、消防・救急、防災、防犯といった安全・安心に関する項目や

安全でおいしい水道水の供給、生活排水の適切な処理、医療機関の充実といった生活環境に

関する項目の重要度が高くなっています。一方、リニア誘致の機運の高まりに加え、外国人

住民との交流やボランティア活動の活発化、地域の個性の尊重といった市民協働に関する項

目、芸術・文化の充実等の項目の重要度が低くなっています。 

 

○満足度が低く、重要度が高い項目は、公共交通や福祉、防犯、医療等となっています。 

 
表１ 現状の評価（満足度） -上位５・下位６- 

 分野 質問項目 満足度 

【上位５】 

ベスト５ 

【環境創造】 自然環境が豊かである 1.12 

【都市形成】 安全でおいしい水道水が供給されている 1.00 

【環境創造】 生活排水が適切に処理されている 0.91 

【学び・子育て】 図書館が充実している 0.78 

【交通網】 高速道路網が整備されている 0.74 

 

 分野 質問項目 満足度 

【下位６】 

ワースト６ 

【交通網】 バスが便利である -1.26 

【交通網】 鉄道が便利である -1.10 

【交通網】 乗合タクシーが便利である -1.05 

【産業振興】 外食や宴会等を行う場所が充実している -1.04 

【産業振興】 企業、大学、市民、行政による連携した取組が進められている -1.01 

【産業振興】 余暇を過ごす場所が充実している -1.00 

資料 令和６年度市民アンケート調査 

 
 

表２ 今後の取組の重要度 -上位５・下位５- 

 分野 質問項目 重要度 

【上位５】 

ベスト５ 

 

【都市形成】 緊急時の消防・救急体制が整っている 1.71 

【都市形成】 安全でおいしい水道水が供給されている 1.66 

【都市形成】 防災や災害時の対策が整っている 1.64 

【都市形成】 犯罪を防ぐ対策が整っている 1.62 

【健康・・医療・・福祉】 医療機関が充実している 1.58 

【環境創造】 生活排水が適切に処理されている 1.58 

 

 分野 質問項目 重要度 

【下位５】 

ワースト５ 

【交通網】 リニア市内停車駅の誘致の機運が高まっている 0.25 

【市民協働】 外国人住民との交流が活発に行われている 0.46 

【市民協働】 ボランティア活動が活発に行われている 0.68 

【文化振興】 芸術や文化に関わる機会が充実している 0.68 

【市民協働】 地域の個性が尊重されている 0.69 

【学び・子育て】 公民館などの施設や行事内容が充実している 0.70 

資料 令和６年度市民アンケート調査 
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図１１ 満足度指数と重要度指数 散布図 

 

  

資料 令和６年度市民アンケート調査 
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④ワークショップ等での市民意向 
 

令和７（２０２５）年度に実施した、カメトーク（１８歳～３９歳市民対象）、市民フォーラム

（１５歳以上の市民からの事前の意見聴取及び参加者対象）でいただいたご意見を以下のように整

理します。 

 

カメトーク（若者（１８歳～３９歳の市民）からの意見聴取） 

【亀山の居心地の良さ】 

○豊かな自然や自動車による交通の便の良さ、公園等の遊ぶ場の充実が評価されているのに加え、

本市の静かで落ち着く環境や人のやさしさが評価されています。 

【亀山の居心地の悪さ】 

○自然を生かしきれていない状況や、公共交通における交通の便の悪さ、医療・店舗の少なさに

加え、イベントや行政サービス等の様々な情報が届かないことが挙げられています。 

【１０年後の亀山はこうなって欲しい】 

○豊かな自然を生かすことや、教育への支援、学習環境の充実、子育て環境の充実、亀山らしさ

の確保、本市の知名度と魅力の向上に向けた取り組みの充実等が挙げられています。 

 

図１２ 「１０年後の亀山市はこうなって欲しい」に対する主な意見 

 

資料 亀山の未来を考える「カメトーク」 令和７年４月１２日より  

◆ １０年後の亀山はこうなって欲しい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口増 

●人口減少を食い止める 
●土地の購入をもっと円滑に 

 
電車を増やして 

●電車が３０分に１本はほしい 

 

知名度アップ・魅力アップ 
●“映えスポ”が増え、観光客を増やす 

●関地区をもっと推して、県外の人を呼び込んで 
ほしい、名物つくる？ 

●亀山市といえばこれ！という観光地や商業施設 
●亀山市といえば！施設が欲しい 
●古民家をカフェとして活用・ＰＲしてほしい 
●ジビエを売り出していってほしい 

 おもいやり 

●おもいやりであふれた亀山がいい 

今のままで 

●人は増えてほしいけど、 
治安の良さはそのままがいい 

●今の亀山のまま、サービスを充実させてほしい 
●発展はしてほしいが、 

自然の豊かさは残してください 

住みやすい 

●自然豊かのまま、 
住みやすい町になってほしい 

●医療機関の充実 
 

子育てしやすい 

●子育てしやすい、 
より生活しやすい町になってほしい 

●子育て情報サイトの知名度を高めてほしい 
●子どもが増えて学校が増えて欲しい 
●少子化なのに保育に入りづらいと聞くので 

入りやすいようにしてほしい 
●こども医療費や授業料の無償化の補助 
●補助を強化してほしい 

 

 

個性 亀山らしさ 
●独自に発展してほしい 

他の町がこうだから…、 
ＳＮＳで映えるから…、 
ではなく、亀山らしさで 

 

活気あふれる 
●大きな企業ができ、良い就職先が増えるとよい 

●リニア駅周辺に観光地、ショッピングモールなど
ができたら… 
●リニアや買い物に行けるところが増えて活気の
あるまち 
●コストコができて欲しい 
●人の行き来がしやすく、活気あふれるまちになっ
てほしい 

人が集まる場所がほしい 
●図書館など落ち着ける場所がほしい 
●もっと他地域の人に 

図書館の良さが伝わっててほしい 
●友だちと集まれる場所がある 
●人を呼ぶことができる場所に 

教育への支援 

●学校教育 
：外国にルーツのある子どもの支援充実 

●先生のモチベを上げる 
：先生が楽しいとこどもも楽しい 

●自然を活かした授業を 

行きたくなる学校に 

●学校を良くする（行きたくなる学校） 
●学校には行ってほしい 
●学校に行かせないといけないのか？ 

（選択肢を増やす） 
●大人の働き方も選択肢を広げる 

（リモートなどの選択肢） 
●多様な働き方ができる企業を誘致 

（子どもに多様性を示す） 
 
 
 
 

 

 

安全・安心なまちに 

●安全・安心なまち 
●自転車通学の人でも 

危なくないように、 
街灯を多くしてほしい 

●街灯を増やしてほしい 

 
自然を活かす 

●自然の資源を再エネに利用、 
かつ税収 UP につなげる 

 
●情報を届ける 

AI コンシェルジュをつくる。情報を必要なところへ 
●＝Ａグループ（18～25 歳） 

●＝Ｂグループ（27～33 歳） 

●＝Ｃグループ（35～39 歳） 
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市民フォーラム（１５歳以上の市民からの事前の意見聴取） 

【１０年後の亀山市のまちの姿】 

○豊かな自然の確保や暮らしやすさの充実、公共交通の便の確保、子育て環境の充実等が挙げら

れています。 

 

市民フォーラム（１５歳以上の市民（フォーラム参加者）からの意見聴取） 

【１０年後の亀山市のまちの姿】 

○自然環境の保全・活用や亀山市の魅力の発信、公共交通の利便性向上、娯楽の拠点・場所の整

備、地域・団体間のつながりの確保等が挙げられています。 

 

図１３ 「１０年後の亀山市のまちの姿」に対する主な意見 

 
資料 次期総合計画策定に向けた「市民フォーラム」 令和７年５月２５日より 
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７ 今後のまちづくりの課題 
 

本市を取り巻く環境や市民意向から見る、今後のまちづくりの主な課題を次のとおり整理します。 

 

①まちのにぎわいと多様な働く場の創出 

本市が持つ様々な地域資源や地域特性を生かしながら、新たな産業集積や魅力的な雇用を創出

するとともに、リニア中央新幹線三重県駅の誘致による広域交通網のさらなる充実を図り、商工

業や観光、農業等を生かしたまちのにぎわいや魅力づくりにつなげていく必要があります。 

 

➁子育てと教育のさらなる充実 

子育て環境や教育環境は、市民の暮らしやすさやウェルビーイングの向上に加え、「選ばれる

まち」としての大きな要素となることから、豊かな自然環境、人のやさしさ、地域のつながりの

強さなど、本市の特性を生かしながら、子育てと教育のさらなる充実を図っていく必要がありま

す。 

 

③まちを支える自然環境の活用 

鈴鹿川等源流域の森林・水系を守り支える活動を活発化することとあわせて、自然と身近にふ

れあえる空間に価値を見出している人々との交流を促したり、自然と共生しながら新たな産業や

雇用を創出したりするなど、自然環境が備える機能を都市の魅力づくりに有効に活用していく必

要があります。 

 

④心豊かな暮らしの実現とまちへの愛着の醸成 

生涯を通じた健康づくりを展開するとともに、様々な課題を抱える市民には、共助・公助が補

完し合いながら、地域全体で医療や福祉等のセーフティネットを強化していく必要があります。

また、スポーツ、文化活動など、様々な場面で市民が生き生きと過ごせる場づくりが必要であり、

こうした取り組みにより、市民の自分らしい生き方や心豊かな暮らしを下支えし、まちへの愛着

や誇りを醸成していく必要があります。 

 

⑤住みやすい生活環境の整備 

鉄道、バス等の公共交通、買物や飲食、遊び・娯楽についての評価が低いため、その改善を図

るとともに、子どもたちの遊び場や若者が集う場の確保、犯罪や災害からの安全性の確保、各地

域の特性に応じた暮らしやすさの確保など、住みやすいまちの条件となる生活環境の整備に取り

組んでいく必要があります。 

 

⑥人のやさしさを生かした多様な連携による地域の活性化 

人と人とのつながりを大切にした、これまでの市民参画や地域まちづくり協議会、自治会等に

よる地域の安全・安心の確保に向けた協働によるまちづくりを定着させていきながら、生涯学習

による学びの機会の充実や、様々なノウハウを持つ企業・大学等との連携も加え、地域課題の解

決や新たな価値の創出、地域の活性化につなげていく必要があります。 

 

⑦持続可能な発展を下支えする行政経営の推進 

物価等の高騰に加え、義務的経費の上昇は、今後も継続することが予測され、さらなる財政状

況の悪化が市民サービスに影響を及ぼすことが懸念される一方、持続可能な都市の発展に向け、

魅力的で活力のある都市形成を図るため、将来を見据えた安定的な財政運営に向けた財政構造の

確立と、効率的で効果的な市政運営に努める必要があります。 
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１ 成果指標・関連指標一覧表 

 
 

  

値 時点 値 時点

1-1 都市空間の魅力化と
交通拠点性の向上

（基本施策の成果指標） 1 人口の社会増減率（過去５年間の平均）
地域の魅力や施策効果を人口動態から測定でき「都市
空間の魅力」について評価できるため。

% 0.29 令和６年度末 現状値以上 令和１１年度末
「住民基本台帳　人口・世帯数表の社会増減率」の現状値
を維持。

都市整備課調べ

1-1 都市空間の魅力化と
交通拠点性の向上

（基本施策の成果指標） 2
一日当たりの亀山インターチェンジ（亀山
ＰＡスマートインターチェンジを含む）利用
交通量

亀山インターチェンジ（亀山ＰＡスマートインターチェン
ジを含む）の利用交通量増加は、交通拠点性の向上に
つながるため。

台 27,974 令和６年度末 現状値以上 令和１１年度末
現状値（令和６年末)の亀山ＰＡスマートＩＣ及び亀山ＩＣの
日平均交通量を維持。

土木課調べ
中日本高速道路㈱にて把握している日平
均交通量（各年末時点・1月～12月）

1-1 都市空間の魅力化と
交通拠点性の向上

①交通の利便性を生かした都
市の形成

1
一日当たりの亀山インターチェンジ（亀山
ＰＡスマートインターチェンジを含む）利用
交通量（再掲）

亀山インターチェンジ（亀山ＰＡスマートインターチェン
ジを含む）の利用交通量増加は、交通拠点性の向上に
つながるため。

台 27,974 令和６年度末 現状値以上 令和１１年度末
現状値（令和６年末)の亀山ＰＡスマートＩＣ及び亀山ＩＣの
日平均交通量を維持。

土木課調べ
中日本高速道路㈱にて把握している日平
均交通量（各年末時点・1月～12月）

1-1 都市空間の魅力化と
交通拠点性の向上

①交通の利便性を生かした都
市の形成

2
リニア中央新幹線・ＪＲ複線電化亀山市民
会議の会員数

リニア亀山市民会議の会員数が増加することは、市民
の機運醸成につながるため。

会員 75 令和６年度末 85 令和１１年度末
機運醸成に向けた会員数増加のため、年２会員の増加を
目指す。

政策推進課調べ
リニア亀山市民会議に入会している団体・
企業の会員数

1-1 都市空間の魅力化と
交通拠点性の向上

②活力のある市街地の形成 1
市内の新築一戸建て住宅のうち用途地域
内への立地率（過去5年間の平均）

計画的な都市形成を進めるうえで、住環境の質や持続
可能なまちづくりの進捗を評価できるため。

％ 44.1 令和６年度末 45.0 令和１１年度末
年度ごとに変動があるため、過去5年間の平均値
（44.1％）を踏まえ、安定的な向上を見込んで45％を目
指す。

都市整備課調べ 「市所管の建築確認件数」に基づく

1-1 都市空間の魅力化と
交通拠点性の向上

②活力のある市街地の形成 2 地籍調査完了面積（累計）
地籍調査の推進により土地利用の活性化が図られ、活
力のある市街地形成につながるため。

ha 20 令和６年度末 52 令和１１年度末
現状を踏まえ、財源確保を含めた計画的な事業を推進す
ることで、計画期間内で32haの増加を目指す。

土木課調べ 市が実施した地籍調査の面積

1-1 都市空間の魅力化と
交通拠点性の向上

③安らぎのある都市空間の創
出

1 景観重要建造物の指定数（累計）
良好な景観の形成に重要な建造物の指定による、魅力
ある景観まちづくりの進捗を評価できるため。

件 6 令和６年度末 16 令和１１年度末
現状の指定数を踏まえ、良好な景観形成に資する建造物
の指定を段階的に進め、計画期間内に累計16棟の指定
を目指す。

都市整備課調べ

1-1 都市空間の魅力化と
交通拠点性の向上

③安らぎのある都市空間の創
出

2 公園施設更新数
施設を更新することにより、住民に身近な生活環境の
質を高める「安全性・住民満足度」を評価できるため。

か所 - 令和６年度末 5 令和１１年度末
計画期間において、老朽化対策や予防保全の考え方から
複数の公園施設の更新を段階的に進めることを想定し、
合計5か所の整備を目指す。

都市整備課調べ

（２）企業活動の促進と雇
用の確保

（基本施策の成果指標） 1 新規企業立地等件数（累計）
新たな企業の立地は地域経済の活性化や雇用機会の
創出につながるため。

事業
者

3 令和６年度末 6 令和１１年度末
亀山・関テクノヒルズ内において、操業が始まっていない
3区画の操業を目指す。

商工観光課調べ
産業振興条例に基づき、企業立地奨励金
を交付した企業数

（２）企業活動の促進と雇
用の確保

（基本施策の成果指標） 2
産業振興奨励金交付事業者の新規市民雇
用者数（累計）

奨励金を活用した企業の新規雇用は、市民の働く場の
拡大や地域経済の活性化につながるため。

人 - 令和６年度末 40 令和１１年度末
雇用促進奨励金の対象となる事業者を8社と見込み、8
社×5人＝40人を目指す。

商工観光課調べ
産業振興条例に基づき、雇用促進奨励金
を交付した雇用者数

（２）企業活動の促進と雇
用の確保

①企業誘致と産業基盤の強化 1
新規立地企業への産業振興奨励金交付件
数（累計）

奨励金の交付件数は、企業誘致の成果を直接的に示す
ものであり、地域の産業基盤の強化につながるため。

件 - 令和６年度末 3 令和１１年度末
亀山・関テクノヒルズ内において、操業が始まっていない
3区画の操業を目指す。

商工観光課調べ
産業振興条例に基づき、企業立地奨励金
を交付した企業数

（２）企業活動の促進と雇
用の確保

①企業誘致と産業基盤の強化 2 新たに造成された産業団地区画数（累計）
産業団地の造成は企業誘致の基盤となり、地域の産業
集積や雇用創出につながるため。

区画 - 令和６年度末 2 令和１１年度末
今後の土地利用の見直しや企業ニーズを踏まえ、段階的
に整備を進めることを目標とし、2区画を設定。

商工観光課調べ
産業振興条例の企業立地奨励金の対象と
なる産業団地の区画数

（２）企業活動の促進と雇
用の確保

②既存企業の事業活動の強化 1
雇用対策協議会会員企業の魅力発信回数
（累計）

企業の魅力を積極的に発信することは、認知度の向上
や人材確保につながるため。

回 - 令和６年度末 8 令和１１年度末
イベント等において年2回発信し、計画期間内で計８回を
目指す。

商工観光課調べ
図書館など公共施設や亀山大市等のイベ
ント、市広報など市民に対して会員企業の
取り組みの魅力を発信した回数

（２）企業活動の促進と雇
用の確保

③雇用の促進と労働環境の整
備

1
雇用対策協議会会員企業の高卒者採用数
（累計）

高卒者の採用は若年層の就労機会を広げ、地域の雇用
促進につながるため。

人 - 令和６年度末 280 令和１１年度末
令和7年度実績の74人を参考に70人/年×4年＝280
人を目指す。

商工観光課調べ
雇用対策協議会会員企業へのアンケート
調査により毎年把握する人数

（２）企業活動の促進と雇
用の確保

③雇用の促進と労働環境の整
備

2
雇用対策協議会会員企業への社会見学回
数（累計）

社会見学の実施は企業理解を深め、若年層の就労意欲
や地域での雇用促進につながるため。

件 - 令和６年度末 50 令和１１年度末 市内小中学校14校・1回/年×4年≒50件を目指す。 商工観光課調べ
雇用対策協議会会員企業へのアンケート
調査により毎年把握する回数

（２）企業活動の促進と雇
用の確保

④企業との連携によるまちづ
くりの推進

1 SDGsに取り組む企業数（累計）
SDGsに取り組む企業の増加は、持続可能なまちづく
りの推進や地域社会の活性化につながるため。

社 36 令和６年度末 44 令和１１年度末
近年の登録件数を参考に、2企業/年×4年＝8件増を目
指す。

商工観光課調べ
三重県SDGs推進パートナーに登録され
ている企業数

（３）商工業・観光の活性化 （基本施策の成果指標） 1
創業件数（創業セミナー受講者のうち創業
につながった件数）（累計）

創業件数は地域に新たな事業活動が生まれている状
況を示し、商工業の活性化につながるため。

件 - 令和６年度末 12 令和１１年度末
令和2～6年度の5年間の平均創業件数3.6件を参考に、
3件/年×4年＝12件を目指す。

商工観光課調べ
商工会議所への聞き取り等により、市が把
握した件数

（３）商工業・観光の活性化 （基本施策の成果指標） 2 観光入込客数
観光入込客数は地域を訪れる人の動向を示し、観光振
興や商工業の活性化につながるため。

人 289,993 令和６年度末 315,000 令和１１年度末

令和７年度見込290,000人とし、令和7～8年度の歴史
博物館が閉館することを見込んで、(R8)290,000人、
(R9)305,000人、(R10)310,000人、
(R11)315,000人を目指す。

商工観光課調べ 市内主要観光施設の年間入込客数

（３）商工業・観光の活性化
①にぎわいのある商業地域の
形成

1
JR亀山駅前周辺での官民連携活動回数
（累計）

亀山駅前周辺で市内企業と連携したPRや亀山ブラン
ドのPR等の催しを開催した回数は、駅前地域のにぎわ
いづくりの進展を示すため。

回 - 令和６年度末 8 令和１１年度末
PR等の企画を年2回取り組み、計画期間内で８回の開催
を目指す。

商工観光課調べ
亀山駅前周辺で市内企業と連携したPRや
亀山ブランドのPR等の催しを開催した回
数

（３）商工業・観光の活性化
①にぎわいのある商業地域の
形成

2 空き店舗の活用件数（累計）
空き店舗の活用は商業地域のにぎわい創出や地域経
済の活性化につながるため。

件 - 令和６年度末 8 令和１１年度末 空き店舗等の活用を促進し、年2件の交付を目指す。 商工観光課調べ
空き店舗等活用支援事業補助金の交付件
数

目標値

指標設定の考え方・理由 備考目標値設定の考え方 出典

現状値

成果指標・関連指標基本施策 施策の方向 単位
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  値 時点 値 時点

（３）商工業・観光の活性化
②事業者等の支援と経営力強
化の促進

1 創業支援相談件数（累計）
創業支援相談件数は、事業者への支援の広がりを示
し、経営力強化や新たな事業活動の促進につながるた
め。

件 - 令和６年度末 60 令和１１年度末
創業セミナー受講者数を年15件、計画期間内で60件を
目指す。

商工観光課調べ 創業セミナー受講者数

（３）商工業・観光の活性化
②事業者等の支援と経営力強
化の促進

2 創業資金融資制度利用件数（累計）
事業者に資金面での支援をすることは、創業や経営力
強化の促進につながるため。

件 - 令和６年度末 20 令和１１年度末
融資制度利用件数を年5件、計画期間内で20件を目指
す。

商工観光課調べ 創業資金融資制度利用件数

（３）商工業・観光の活性化 ③亀山ブランドの強化 1
亀山ブランド認定事業者間における連携
実績（累計）

認定事業者同士の連携は、亀山ブランドの強化に向け
た取り組みの広がりを示すため。

件 - 令和６年度末 6 令和１１年度末 毎年1～２件、計画期間内で計６件の連携実績を目指す。 商工観光課調べ
亀山ブランド認定業者間において商品開
発等連携した実績件数（累計）

（３）商工業・観光の活性化 ③亀山ブランドの強化 2
亀山ブランドを返礼品として選択したふ
るさと納税寄附金額

ふるさと納税で亀山ブランドが選ばれることは、ブラ
ンドの認知度や魅力の向上を示し、強化につながるた
め。

千円 4,217 令和６年度末 18,600 令和１１年度末
亀山ブランド返礼品について、前年比２０万円×４年＝８０
万円増を目指す。

商工観光課調べ
ふるさと納税寄附金額における亀山ブラ
ンド分の年間額

（３）商工業・観光の活性化 ④まちづくり観光の促進 1
亀山版グリーンツーリズムが商品化され
た件数（累計）

亀山版グリーンツーリズムの商品化件数は、地域資源
を活用した観光の取り組みの成果を示し、観光の促進
につながるため。

件 - 令和６年度末 10 令和１１年度末

令和7年度モニターツアー実施後、令和8年度は0件(教育
旅行行先変更には検討時間を要するため)、令和9年度は
2件、令和10年度は3件、令和11年度は5件、累計10件
を目指す。

商工観光課調べ
亀山市をツアー行程に組み入れた教育旅
行の実施件数（累計）

（３）商工業・観光の活性化 ④まちづくり観光の促進 2 関宿周辺の観光入込客数
関宿周辺の観光入込客数は、地域の観光資源を生かし
た取り組みの成果を示し、観光の促進につながるた
め。

人 193,993 令和６年度末 209,000 令和１１年度末
令和7年度見込197,000人とし、前年比3,000人増、
3000人×4年＝12,000人増を目指す。

商工観光課調べ 関宿周辺の主要観光施設の年間入込客数

（３）商工業・観光の活性化 ⑤観光誘客の推進 1 市観光公式SNSフォロワー数
市観光公式SNSのフォロワー数は、情報発信の広がり
を示し、観光誘客の推進につながるため。

人 629 令和６年度末 3,800 令和１１年度末
令和７年度フォロワー数を1,800人とし、500人×4年＝
2,000人増を目指す。

商工観光課調べ 商工観光課Instagramのフォロワー数

（３）商工業・観光の活性化 ⑤観光誘客の推進 2 フィルムロケ地誘致回数（累計）
フィルムロケ地の誘致は地域の魅力を広く発信する取
り組みであり、観光誘客の推進につながるため。

回 26 令和６年度末 116 令和１１年度末
令和8・9年度の開催回数を28回/年、令和10・１１年度を
３０回/年と見込み、累計116回を目指す。

商工観光課調べ
フィルムロケ、メモリアルフォトサポート回
数の累計

（３）商工業・観光の活性化
⑥持続可能な観光体制と受入
れ環境の強化

1 観光協会ホームページ訪問者数（累計）
観光協会ホームページの訪問者数は、情報発信の効果
を示し、本市への観光誘客につながるため。

人 280,221 令和６年度末 360,000 令和１１年度末 20,000人×4年＝80,000人増を目指す。 商工観光課調べ 観光協会ホームページ閲覧者数（年間）

（３）商工業・観光の活性化
⑥持続可能な観光体制と受入
れ環境の強化

2 市への来訪者の満足度
来訪者の満足度は、観光体験の質を示し、観光誘客の
継続や再訪につながるため。

％ - 令和６年度末 80 令和１１年度末
令和８年度から毎年実施するアンケート調査において、満
足度８０％を目指す。

商工観光課調べ
市への来訪者に対するアンケート調査（指
定管理者施設：道の駅関宿及び石水渓
キャンプ場）による満足度平均値

（４）農業の活性化 （基本施策の成果指標） 1 認定農業者及び新規就農者数（累計）
新規就農や認定農業者が増加することにより、地域農
業の活性化につながるため。

人 42 令和６年度末 50 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で8人（年1～2人）増を
目指す。

農林振興課調べ 国県認定は含まない

（４）農業の活性化 （基本施策の成果指標） 2 認定農業者等による集積面積（累計）
集積面積が増加することにより、持続可能な農業経営
につながるため。

ha 373 令和６年度末 383 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で１０ha（年2ha）増を目
指す。

農林振興課調べ

（４）農業の活性化 ①持続可能な農業経営の促進 1
スマート農業技術等省力化に取り組んだ
認定農業者等数（累計）

スマート農業等に取り組むことにより、持続可能な農業
経営につながるため。

人 - 令和６年度末 5 令和１１年度末
令和９年度から計画終期R11年度までの３年間で５人（年
1～2人）増を目指す。

農林振興課調べ

（４）農業の活性化 ①持続可能な農業経営の促進 2
農業ボランティアの受入登録農家数（累
計）

農業への関係人口を増やし、農業者の労働力不足等の
解消のため。

件 - 令和６年度末 10 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で10人（年2人）増を目
指す。

農林振興課調べ

（４）農業の活性化 ②農地の保全と管理 1
地域活動団体が農地の保全と管理に取り
組む農用地面積（累計）

農地の保全と管理に取り組む農用地面積が増加するこ
とにより、地域農業の維持発展につながるため。

ha 493 令和６年度末 500 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で7ｈa（年1～2ｈa）増を
目指す。

農林振興課調べ

（４）農業の活性化 ②農地の保全と管理 2 農業用施設整備等の支援率
農業用施設整備を促進することで新たな施設整備、農
業用施設の延命化や管理省力化の促進を図るため。

％ 89 令和６年度末 95 令和１１年度末
年度によっても要望件数が異なることから、事業費ベー
スで支援率95％以上を目指す。

農林振興課調べ

（４）農業の活性化
③農業生産の強化と農産物の
魅力向上

1 地産地消への取組回数
かめやまっ子給食やイベントでの市内農産物の販売を
することは、地産地消の促進につながるため。

回 25 令和６年度末 29 令和１１年度末 年１回の開催により、計画期間内で計４回増を目指す。 農林振興課調べ

（４）農業の活性化
③農業生産の強化と農産物の
魅力向上

2 特産品の消費拡大等の取組回数
亀山茶を知ってもらう機会を増やすことにより亀山茶
の消費拡大や販路開拓につながるため。

回 12 令和６年度末 20 令和１１年度末
令和6年度の実績から段階的に年２回増とし、計画期間内
で20回を目指す。

農林振興課調べ

（４）農業の活性化 ④農地の有効利用 1 地域計画区域内の農用地等面積（累計）
地域計画区域内の農用地等面積が増加することは、地
域の農地の有効利用や優良農地の確保・保全につなが
るため。

ha 736 令和６年度末 746 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で10ha（年2ha）増を目
指す。

農林振興課調べ

（４）農業の活性化 ④農地の有効利用 2 市の支援による農地の賃貸筆数（累計）
農業委員会と連携し、所有者と農業者の農地の貸借を
促進することで、農地の保全につながるため。

筆 - 令和６年度末 15 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で１５筆（年３筆）増を目
指す。

農林振興課調べ

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（４）農業の活性化
⑤農業に関わる地域資源の活
用

1 市民農園貸出率
市民農園を貸出することで、広く市民に農業に関わる
機会等を提供するため。

％ 100 令和６年度末 100 令和１１年度末 計画期間内において、現状の利用率１００％を維持する。 農林振興課調べ

（４）農業の活性化
⑤農業に関わる地域資源の活
用

2 中山間地域活性化事業取組団体数
中山間地域における交流活動等に取り組む団体が増
加することで、地域農業の維持発展につながるため。

団体 2 令和６年度末 5 令和１１年度末
中山間地域活性化事業への取り組みを促し、計画期間内
で3団体増を目指す。

農林振興課調べ

（４）農業の活性化 ⑥畜産の振興 1 予防防疫対策支援農家数（累計）
感染症対策を行うことにより、畜産業の安定経営につ
ながるため。

件 13 令和６年度末 50 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で37人（年7～８人）増を
目指す。

農林振興課調べ

(５）歴史文化を生かしたま
ちづくりの推進

（基本施策の成果指標） 1 国・県・市の指定を受ける文化財の件数
国･県･市の指定等を受ける文化財の数が増えること
は、文化財等に対する市民の関心向上につながるた
め。

件 136 令和６年度末 140 令和１１年度末
指定文化財を年間１件（４年間で４件）の新規指定を行う
ことによる合計数（１４０件）。

文化課調べ

(５）歴史文化を生かしたま
ちづくりの推進

（基本施策の成果指標） 2
市民主体で文化財を活用した地域活動の
件数

文化財の活用に市民が自発的に参画することは、地域
の文化財保護の主体者としての意識醸成につながる
ため。

件 12 令和６年度末 18 令和１１年度末
定期的な地域活動（１２回）に加え、不定期的な地域活動
（６回）の実施を目指す（合計１８件）。

文化課調べ

(５）歴史文化を生かしたま
ちづくりの推進

①東海道の歴史文化資産の整
備・活用と歴史的風致の維持・
向上

1
関宿伝統的建造物群保存地区内の街道に
面した建造物の修理修景事業の完了率

関宿重要伝統的建造物群保存地区内の街道に面した
建造物の修理修景を進めることは、 関宿のまちなみ保
存と市民の意識向上につながるため。

％ 65.3 令和６年度末 70.0 令和１１年度末
４年間で関宿重要伝統的建造物群保存地区内の街道に面
した建造物の修理修景を１４棟実施し、事業完了率７０％
を目指す。

文化課調べ

(５）歴史文化を生かしたま
ちづくりの推進

②文化財の保存・活用と地域
の活性化

1
街道沿道における文化財公開施設入館者
数

街道沿道の文化財公開施設の見学者数が増えること
は、 歴史文化を生かしたまちづくりの推進につながる
ため。

人 46,825 令和６年度末 50,000 令和１１年度末
文化財施設を積極的に公開・活用させることにより、 施
設見学者数を現状値より約３，５００人増加させることを
目指す。

文化課調べ

(５）歴史文化を生かしたま
ちづくりの推進

③歴史資産資料等の公開と学
習環境の充実

1
史資料を活用した学校や地域の歴史学習
に参加した人数

史資料を活用した歴史学習の参加人数が増えること
は、歴史文化を生かしたまちづくりにつながるため。

人 2,888 令和６年度末 3,800 令和１１年度末
歴史博物館における講座や来館学習、出前授業、出前トー
ク等の歴史学習に参加した人数を3,800人に増加させる
ことを目指す。

文化課
歴史博物館調べ

(５）歴史文化を生かしたま
ちづくりの推進

③歴史資産資料等の公開と学
習環境の充実

2
収蔵資料を台帳データとして整理した件
数（累計）

収蔵資料を台帳データとして整理することは、資料の
公開と学習環境の充実につながるため。

点 4,177 令和６年度末 50,000 令和１１年度末
歴史博物館の収蔵資料をホームページのデータベースに
あげるため、台帳データとして整理した件数を計画期間
内で50,000点への増加を目指す。

歴史博物館調べ

（１）子ども・子育て支援の
充実

（基本施策の成果指標） 1 低年齢児（３歳未満児）待機児童数
低年齢児(３ 歳未満児)の待機児童数を解消すること
は、 保育需要の拡大・ 多様化への対応につながるた
め。

人 3 令和６年度末 0 令和１１年度末
恒常的に発生している低年齢児の待機児童の解消を目指
す。

子ども政策課調べ

（１）子ども・子育て支援の
充実

（基本施策の成果指標） 2
「この地域で、今後も子育てをしていきた
いと思う」と回答した割合（３歳児健康診
査票）

妊婦や子育て家庭が安心して子育てできる環境につな
がるため。

％ 69 令和６年度末 現状値以上 令和１１年度末
３歳児健康診査時に、今後もこの地域で子育てをしてい
きたいと考える保護者の増加を目指す。

子ども総合支援課調べ

（１）子ども・子育て支援の
充実

①多様化する保育ニーズへの
対応と保育環境の充実

1 低年齢児（３歳未満児）待機児童数（再掲）
低年齢児(３ 歳未満児)の待機児童数を解消すること
は、 保育需要の拡大・ 多様化への対応につながるた
め。

人 3 令和６年度末 0 令和１１年度末
恒常的に発生している低年齢児の待機児童の解消を目指
す。

子ども政策課調べ

（１）子ども・子育て支援の
充実

②育みの希望を広げる支援の
充実と切れ目のない支援体制
の強化

1 地域子育て支援センター利用者数
子育て支援センタ ー利用者数が増えることは、子育て
世帯の孤立化を防ぐことにつながるため。

人 22,120 令和６年度末 33,000 令和１１年度末
コロナ禍以降減少した利用数を拡大以前の水準に戻すこ
とを目指す。

子ども政策課調べ

（１）子ども・子育て支援の
充実

②育みの希望を広げる支援の
充実と切れ目のない支援体制
の強化

2 妊婦等包括相談支援の相談受付件数
子育てに不安を抱える保護者の孤立化を減少させ、気
軽に相談できる関係づくりにつながるため。

件 2,386 令和６年度末 2,500 令和１１年度末
保健師・助産師による育児に関する、よりきめ細やかな保
健相談を実施し、計画期間内で2,500件を目指す。

子ども総合支援課調べ
母子保健報告　保健指導　被指導延件数
＋電話相談延件数

（１）子ども・子育て支援の
充実

③子どもの育ちを支える社会
的支援の強化

1
要保護児童対策協議会ケース会議開催回
数

ケース会議を開催し情報共有を行うことで、迅速・丁寧
な要保護家庭支援や虐待対応につながるため。

回 89 令和６年度末 現状値以上 令和１１年度末
開催回数は現状値以上とし、関係機関と連携を深め、要
保護家庭支援や虐待対応をより迅速・丁寧に行うことを
目指す。

子ども総合支援課調べ
実務者会議＋合同ケース会議＋個別ケー
ス会議

（１）子ども・子育て支援の
充実

④児童発達支援の充実 1 ５歳児健康診査受診率 すべての子どもをスムーズな就学につなげるため。 ％ - 令和６年度末 100 令和１１年度末 対象児童全員の受診を目指す。 子ども総合支援課調べ

（１）子ども・子育て支援の
充実

⑤子どもの居場所づくりの推
進

1 放課後児童クラブの充足率
放課後における子どもの居場所を確保し、共働き世帯
の増加等に伴うニーズの高まりに対応するため。

％ 100 令和６年度末 現状値 令和１１年度末
放課後児童クラブの利用を希望するすべての児童の利用
確保を目指す。

子ども政策課調べ

（１）子ども・子育て支援の
充実

⑤子どもの居場所づくりの推
進

2 児童センター延べ来館者数
国の進める多様なこどもの居場所としての機能を拡充
するため。

人 7,590 令和６年度末 11,000 令和１１年度末
コロナ禍の影響が大きかった令和元年度から令和２年度
の伸び率を除いた平均増加人数とし、居場所としての機
能の充実を目指す。

子ども政策課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

（基本施策の成果指標） 1
学校評価アンケートによる学校満足度（子
どもと保護者）

子ども及び保護者の学校生活に対する満足度を見るこ
とで、子どもが安全で快適に学校生活を過ごすことが
できているかを把握するため。

％
子91.8/
保91.5

令和６年度末
子93.0/
保93.0

令和１１年度末
計画期間内で、子ども1.2％増、保護者1.5％増を目指
す。

学校教育課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

（基本施策の成果指標） 2
自分には、よいところがあると思う子ども
たちの割合（小６と中３）

子どもの自己肯定感や幸福感など一人ひとりのウェル
ビーイングの向上を目指した様々な教育活動の成果を
把握するため。

％
小84.7/
中85.0

令和６年度末
小86.0/
中86.0

令和１１年度末
計画期間内で、子ども1.3％増、保護者1.0％増を目指
す。

学校教育課調べ

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

①安全・安心で快適な学校環
境の整備

1 小中学校特別教室の空調設備設置率
特別教室への空調整備は、児童生徒や教職員が安全・
快適に学習・教育活動を行える環境向上につながるた
め。

％ 57.3 令和６年度末 100.0 令和１１年度末
前期計画終期令和11年度までの４年間で小・中学校の全
特別教室への空調機整備を目指す。

教育総務課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

①安全・安心で快適な学校環
境の整備

2
学校評価アンケートにおける満足度（教育
環境）

教育環境の質の向上に対する満足度を見ることで、教
育環境整備の取り組みが子どもや教職員の安全・快適
な学習・教育活動につなげられているかを把握するた
め。

％ - 令和６年度末 80.0 令和１１年度末
学校評価アンケートにおける教育環境の質の向上につい
て、8割以上の肯定的な回答を目指す。

教育総務課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

②持続可能な学校給食の提供
と食育の推進

1 学校給食における地元農産物購入割合
学校給食における地元農産物購入割合が上昇すること
は、地元農産物（市内産・県内産）を活用した地産地消
による食育の推進につながるため。

％ 63.0 令和６年度末 65.0 令和１１年度末
担い手不足等により、市内産農産物の確保が年々難しく
なってきている中、現状値の維持を目指す。

教育総務課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

③すべての子どもが学び続け
られる教育の充実

1 子どもの授業理解度
児童・生徒の授業理解度を見ることで、子どもが学習
活動において自己肯定感を得られているかを把握する
ため。

％
小90.8/
中86.4

令和６年度末
小92.0/
中89.0

令和１１年度末
計画期間内で、小学生1.2％増、中学生2.6％増を目指
す。

学校教育課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

③すべての子どもが学び続け
られる教育の充実

2
安心して学べる体制づくりをしていると
感じる保護者の割合

安心して学べる体制づくりをしていると感じる保護者
の割合を見ることで、学校の学習支援体制の充実の状
況を把握するため。

％ 87.1 令和６年度末 87.5 令和１１年度末
計画期間内で、0.4％増の87.5％への引き上げを目指
す。

学校教育課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

④学校教育の質を高める環境
と人材の整備

1 教職員の研修満足度
様々な研修の実施により教職員の研修満足度が高ま
ることは、授業改善につながるため。

％ 74.5 令和６年度末 78.5 令和１１年度末 計画期間内で4％増の７８.5％への引き上げを目指す。 学校教育課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

④学校教育の質を高める環境
と人材の整備

2 学校間のオンライン授業等実施回数
市内学校間をオンラインでつないだ授業等を増やすこ
とは、児童・生徒の意見交流の機会が増えることに加
え、今後に向けた効率的な学校運営につながるため。

回 4 令和６年度末 8 令和１１年度末
計画期間内で実施回数の増加を図り、８回の実施を目指
す。

学校教育課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

⑤地域と共にある学校づくり 1 放課後子ども教室参加児童数
児童の参加拡大は、学習機会の充実や地域との交流促
進につながるため。

人 15,797 令和６年度末 17,000 令和１１年度末

安全・安心な子どもの居場所づくりを進め、地域住民との
交流の機会を確保するため、放課後子ども教室参加者数
を計画期間内で17,000人まで引き上げることを目指
す。

生涯学習課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

⑥地域全体で子どもを育む風
土と家庭の学びの醸成

1
「かめやまお茶の間１０選（実践）」アンケー
トにおいて「取り組んだ」と回答した保護
者の割合

かめやまお茶の間１０選（実践）に取り組んだ保護者割
合が上昇することは、 家庭・地域の教育力の向上につ
ながるため。

％ 28.9 令和６年度末 35.0 令和１１年度末
かめやまお茶の間１０選（実践）の周知・啓発を行うこと
で、 取り組む保護者の割合を35.0％まで引き上げるこ
とを目指す。

生涯学習課調べ

（２）学校教育の推進と学
習環境の充実

⑦青少年の安全・安心と健や
かな成長を支える地域環境の
整備

1
「亀山っ子」市民宣言に関するアンケート
において、目指す子ども像について「実感
がある」と回答した割合

「亀山っ子」市民宣言のめざす子ども像を実感している
市民の割合を見ることで、市民宣言の周知・ 啓発や実
践活動の状況を把握するため。

％ 62.2 令和６年度末 65.0 令和１１年度末
「亀山っ子」市民宣言の周知・ 啓発や実践活動に取り組む
ことにより 、めざす子ども像が実現していると感じてい
る方の割合を65.0％まで引き上げることを目指す。

生涯学習課調べ

（１）脱炭素化の促進と循
環型社会の形成

（基本施策の成果指標） 1 市域における二酸化炭素の排出量
市域における二酸化炭素の排出量は、脱炭素化の進展
を示し、循環型社会の形成につながるため。

千t-
Co2

1,270 令和４年度末 1,156 令和１１年度末
市域のCO2排出量削減に向け、市民、事業者への省エ
ネ、省資源行動の周知啓発や、適正な再生可能エネルギー
の導入を促進し、約１０％の削減を目指す。

環境課調べ

（１）脱炭素化の促進と循
環型社会の形成

（基本施策の成果指標） 2 一人一日当たりのごみの排出量
ごみの減量化が図られることは、資源循環の進展を示
し、循環型社会の形成につながるため。

g 861 令和６年度末 840 令和１１年度末

市民、事業者へのごみの減量のさらなる周知、ごみ減量
化対策を講じることにより、令和７年度を含めた前期計画
終期令和11年度までの５年間で２０ｇ（年約4ｇ）の減少を
目指す。

環境課調べ

（１）脱炭素化の促進と循
環型社会の形成

①脱炭素社会の実現に向けた
取り組みの推進

1 亀山版Ｊ－クレジット創出対象面積（累計）
亀山版Ｊ－クレジット創出対象面積の増加によりゼロ
カーボンシティへの実現につながるため。

ha - 令和６年度末 250 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内に累計で250ha（年
50ha）の増加を目指す。

農林振興課調べ

（１）脱炭素化の促進と循
環型社会の形成

②生活環境の保全 1 環境保全協定の締結数（累計）
環境保全協定の締結数が増加することは、事業者や団
体による環境保全の取り組みの広がりを示し、生活環
境の保全につながるため。

件 92 令和６年度末 100 令和１１年度末
計画期間内で新規立地事業所等との協定締結８事業所の
協定締結を目指す。

環境課調べ
市内に立地する事業所と市環境保全条例
に基づく協定を締結した事業所数

（１）脱炭素化の促進と循
環型社会の形成

③ごみの適正処理と減量・資
源化の推進

1 ごみの資源化率
ごみの資源化率が向上することは、資源の有効活用を
示し、ごみの減量につながるため。

％ 26.3 令和６年度末 29.0 令和１１年度末
ごみの資源化に関する市民、事業者へのさらなる周知に
より、令和7年度を含めた計画期間内で2.5％（年0.5％）
の資源化率の向上を目指す。

環境課調べ
廃棄物の中からどれだけの量が資源とし
て再利用されているかを示す割合

（１）脱炭素化の促進と循
環型社会の形成

④現有廃棄物処理施設の長寿
命化と次期施設整備の推進

1
現有廃棄物処理施設の長寿命化に向けた
大規模整備工事の進捗率

廃棄物処理施設の長寿命化を図ることで、安定的な処
理体制の確保につながるため。

％ - 令和６年度末 100 令和１１年度末
現有廃棄物処理施設の延命化を図るため、大規模整備工
事の実施完了を目指す。

環境課調べ
計画された大規模整備工事の実績が目標
に対してどの程度達成しているかを示す
割合

（２）森林づくりの推進と源
流域の保全

（基本施策の成果指標） 1 市内森林整備面積(累計)
森林整備面積が増加することにより、市内の森林の多
面的機能が維持・発揮されるため。

ha 2,840 令和６年度末 3,320 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で480haの増を目指
す。

農林振興課調べ

（２）森林づくりの推進と源
流域の保全

（基本施策の成果指標） 2
森林環境教育や保全活動への取り組み参
加者数（累計）

森林環境教育や保全活動への取り組み参加者数が増
えることは森林の保全や継承につながるため。

人 - 令和６年度末 3,300 令和１１年度末
計画期間内で累計3,300人（年750～850人）を目指
す。

農林振興課調べ

（２）森林づくりの推進と源
流域の保全

①森林の保全と管理の促進 1
森林経営管理制度における森林整備面積
（累計）

森林が適正に管理されることにより森林保全や多面的
機能の確保を図るため。

ha 131 令和６年度末 290 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で、現状値から160ha
（年３０～40ha）増を目指す。

農林振興課調べ

（２）森林づくりの推進と源
流域の保全

①森林の保全と管理の促進 2
鈴鹿川等源流の森林づくり協議会イベン
ト参加者数

鈴鹿川等源流域の保全活動への参加人数の増加する
ことは、保全・継承につながるため。

人 278 令和６年度末 350 令和１１年度末 参加者の増加を図り、計画期間内で350人を目指す。 農林振興課調べ
令和８年度以降は野登地区の山頂基礎調
査の参加者増加を加えた数値。

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（２）森林づくりの推進と源
流域の保全

②林業の振興 1 林業事業体による利用間伐面積（累計）
林業事業体の実施した利用間伐面積（累計）の増加に
より適正な森林整備や経営安定化につながるため。

ha 797 令和６年度末 1,037 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で２４０ha（年40～
50ha）増を目指す。

農林振興課調べ

（２）森林づくりの推進と源
流域の保全

②林業の振興 2 林業施設整備等の支援率
林業施設整備を促進することで森林の保全や山林の
維持管理の向上を図るため。

％ 99 令和６年度末 現状値以上 令和１１年度末
現在、最大限の補助を行っており、引き続き支援を維持
するため現状値以上とする。

農林振興課調べ

（２）森林づくりの推進と源
流域の保全

③森林環境教育の推進と市民
参加の促進

1 木育等の体験学習の回数（累計）
木育等の体験学習を実施することにより森林保全の意
識の醸成につながるため。

回 8 令和６年度末 16 令和１１年度末 現状維持で取り組みを継続し、年２回の実施を目指す。 農林振興課調べ

（２）森林づくりの推進と源
流域の保全

③森林環境教育の推進と市民
参加の促進

2
市内小学校における森林教育の受講者数
（累計）

幼少期より森林教育を受講することで森林保全の意識
の醸成につながるため。

名 - 令和６年度末 1,800 令和１１年度末
市内小学6年生の累計1,800人（年400人～500人）の
受講を目指す。

農林振興課調べ

（３）生物多様性の保全と
野生鳥獣との共生

（基本施策の成果指標） 1
市域に占める保護地域及びOECM面積
の割合

保護地域及びOECM面積の拡大を図ることは、生物
多様性保全につながるため。

％ 24.74 令和６年度末 28.95 令和１１年度末
生物多様性国家戦略に基づき、2030年（令和12年度）
までに生物多様性が保全された面積が市域の30％以上
を目指す。

生物多様性・獣害対策
室調べ

（３）生物多様性の保全と
野生鳥獣との共生

（基本施策の成果指標） 2 有害鳥獣による被害金額 有害鳥獣による農作物の被害状況を把握するため。 千円 7,841 令和６年度末 7,088 令和１１年度末
有害鳥獣被害による農作物への低減に向け、獣種毎に年
2％の被害金額削減を目指す。

生物多様性・獣害対策
室調べ

（３）生物多様性の保全と
野生鳥獣との共生

①ネイチャーポジティブなまち
づくりの推進

1
自然環境に関するイベント等に参加した人
数

参加人数の増加は、市民の主体的な関わりを客観的に
把握でき、ネイチャーポジティブなまちづくりの推進に
つながるため。

人 7,161 令和６年度末 9,400 令和１１年度末
段階的な参加者の増加を図り、計画期間内で9,400人を
目指す。

生物多様性・獣害対策
室調べ

（３）生物多様性の保全と
野生鳥獣との共生

②生態系の保全と外来生物へ
の対応

1
かめやま生物多様性共生区域認定制度に
よる認定件数（累計）

かめやま生物多様性共生区域の認定件数を増やすこと
は、生物多様性保全につながるため。

件 12 令和６年度末 20 令和１１年度末
制度の周知啓発や、認定区域のPRや活用により、年2件
の認定を目指す。

生物多様性・獣害対策
室調べ

（３）生物多様性の保全と
野生鳥獣との共生

③野生鳥獣の適正管理の促進 1 有害鳥獣の捕獲頭数 有害鳥獣による農作物の被害状況を把握するため。 頭 1,176 令和６年度末 1,280 令和１１年度末
ICT機器の活用や捕獲従事者の確保等により段階的に捕
獲頭数を増加させ、前期基本計画終期令和１１年度時点で
年約100頭の増加を目指す。

生物多様性・獣害対策
室調べ

（３）生物多様性の保全と
野生鳥獣との共生

③野生鳥獣の適正管理の促進 2 有害鳥獣による被害面積 有害鳥獣による農作物の被害状況を把握するため。 a 391 令和６年度末 353 令和１１年度末
有害鳥獣被害による農作物への低減に向け、獣種毎に毎
年2％の被害面積削減を目指す。

生物多様性・獣害対策
室調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

（基本施策の成果指標） 1
健都サポーターによる地域での健康活動
に参加した延べ人数

健都サポーターによる地域での健康活動に参加するこ
とで、社会とのつながりが維持され、市民の健康につ
ながるため。

人 127 令和６年度末 700 令和１１年度末
健都サポーターの１/３の48人が、概ね5人の市民が参加
する健康活動を年3回実施することを目指す。

健康政策課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

（基本施策の成果指標） 2 健康マイレージアクティブユーザー数

健康マイレージアプリ登録ではなく、実際に継続して利
用されているアクティブユーザー数が増加することで、
市民の健康に対する意識の醸成や健康的な生活の定
着につながるため。

人 932 令和６年度末 1,100 令和１１年度末
健康マイレージアプリの登録見込者数1,800人の60％が
定常的に本アプリを活用し、健康活動を取り組むことを目
指す。

健康政策課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

①生活習慣病対策の推進 1 がん検診における精密検査受診率
がん検診結果が「要精密検査」の人が検査を受け、必要
に応じて早期に治療を受けることは、がんの死亡率の
低下につながるため。

％ 80.9 令和６年度末 90.0 令和１１年度末
がん検診精密検査者の受診率について、国が定める基準
値（目標値）である90%を目指す。

健康政策課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

②ライフコースアプローチを踏
まえた健康づくりの推進

1 健康教育の実施回数
健康教育を通じて生活習慣の改善に関する知識普及
を図り、市民の健康意識の向上につなげるため。

回 12 令和６年度末 20 令和１１年度末
健康増進事業に基づく健康教育の実施回数について、年
間20回を目指す。

健康政策課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

②ライフコースアプローチを踏
まえた健康づくりの推進

2 歯周病検診の受診率
歯周病検診の受診率の向上は、口腔健康意識の向上
や、歯周病の早期発見・予防につながるため

％ 8.3 令和６年度末 11.4 令和１１年度末
県が計画の目標値としている令和17年度に受診率15%
到達を目指し、中間値として令和11年度の目標値は
11.4%を目指す。

健康政策課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

③健康を支える社会環境づく
りの推進

1 健都サポーター登録者数
健都サポーターの増加は、地域での市民の主体的な健
康づくりの活動につながるため。

人 79 令和６年度末 150 令和１１年度末
健都サポーターでないかめやま健康都市大学の受講者の
5人に1人が、健都サポーターに登録することを目指す。

健康政策課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

③健康を支える社会環境づく
りの推進

2 健康経営支援制度登録事業所数
健康経営支援制度登録事業所数が増加することは、働
く世代の健康づくりの推進につながるため。

事業
所

4 令和６年度末 13 令和１１年度末
協会けんぽ三重支部へ健康事業所宣言を行っている事業
者(31事業所Ｒ7.10.1)の4０％が、亀山市の健康経営支
援制度に登録することを目指す。

健康政策課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

④感染症対策の推進 1 インフルエンザ定期予防接種の接種率
インフルエンザの接種率を上げることで、個人の重症
化予防を図り、また、地域での感染の拡大を抑えるた
め。

％ 52.6 令和６年度末 現状値以上 令和１１年度末

インフルエンザは50%以上の免疫保持者がいる場合、そ
の集団内での流行を抑制する可能性が高まるとともに、
個人の重症化予防にも寄与することから、現在値の
52.6%以上の接種率を目指す。

健康政策課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

⑤地域医療の充実と医療体制
の強化

1 市立医療センターの経常収支比率
経営の健全性・効率性の指標とされている経常収支比
率（費用に対する収益の割合）の向上を目指し、医療セ
ンターの経営健全化を図るため。

％ 93.6 令和６年度末 100以上 令和１１年度末
100％を超えて数値が高いほど経営状況が良好であるこ
とから、100％以上を目指す。

病院総務課調べ
（医業収益+医業外収益+訪問看護ステー
ション事業収益）÷（医業費用+医業外費
用+訪問看護ステーション事業費用）

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

⑥公的医療保険制度の安定的
な運営の推進

1
国民健康保険被保険者一人当たりの医療
費

国民健康保険事業の運営状況を把握するため。 円 472,900 令和６年度末 470,000 令和１１年度末
医療費の適正化に取り組み、現状の医療費を下回ること
を目指す。

市民課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

⑥公的医療保険制度の安定的
な運営の推進

2 後期高齢者一人当たりの医療費 後期高齢者医療事業の運営状況を把握するため。 円 761,414 令和６年度末 760,000 令和１１年度末
医療費の適正化に取り組み、現状の医療費を下回ること
を目指す。

市民課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

⑥公的医療保険制度の安定的
な運営の推進

3
国民健康保険被保険者の特定健康診査受
診率

特定健康診査の受診率の向上は、市民の生活習慣病予
防につながるため。

％ 42.8
令和６年度末

（速報値）
60.0 令和１１年度末 国の示す市町村保険者の目標受診率と同率を目指す。 市民課調べ

（１）健康づくりの推進と地
域医療の充実

⑥公的医療保険制度の安定的
な運営の推進

4 国民健康保険税の収納率（現年課税分）
制度の安定運営と公平な負担の確保について確認す
るため。

％ 93.96 令和６年度末 97.27 令和１１年度末
第２期三重県国民健康保険県運営方針に定める目標収納
率を目指す。

市民課調べ

（２）地域福祉・生活支援の
充実

（基本施策の成果指標） 1
重層的支援体制によるトータルケアプラン
が終結になった世帯数（累計）

重層的支援体制による支援を経て、支援機関へつなぐ
ことができた世帯数を確認するため。

世帯 17 令和６年度末 40 令和１１年度末
これまでの実績をふまえ、令和7年度を含めた計画期間
内で２４世帯の増加を目指す。

地域福祉課調べ

（２）地域福祉・生活支援の
充実

（基本施策の成果指標） 2 「ちょこボラ」の延べ利用回数
まちづくり協議会が実施するちょこボラが利用された
件数を確認するため。

回 589 令和６年度末 1,000 令和１１年度末
ちょこボラに取り組む地域まちづくり協議会数の目標値
を５地区増としており、1地区あたり１００回/年を目指す。

地域福祉課調べ

（２）地域福祉・生活支援の
充実

①地域福祉に関わる多様な主
体の連携強化

1
民生委員・児童委員の一月当たりの活動
日数

民生委員・児童委員の活動状況を確認するため。 日 12.3 令和６年度末 現状値以上 令和１１年度末 これまでの民生委員・児童委員による活動日数を維持。 地域福祉課調べ

（２）地域福祉・生活支援の
充実

②重層的支援体制の充実 1
複合的な課題のある世帯の新規相談支援
世帯数

重層的支援体制整備事業で世帯の相談につながって
いるかを確認するため。

世帯 89 令和６年度末 100 令和１１年度末
つながるシートを活用し、他機関からの情報も得ながら、
年２世帯の増加を目指す。

地域福祉課調べ

（２）地域福祉・生活支援の
充実

②重層的支援体制の充実 2
就労体験やオンライン居場所により支援し
た人数

就労体験やオンライン居場所の支援ができたかを確認
するため。

人 6 令和６年度末 10 令和１１年度末
就労体験やオンライン居場所の利用者を年１人増加する
よう目指す。

地域福祉課調べ

（２）地域福祉・生活支援の
充実

③地域活動とボランティアの
支援

1
「ちょこボラ」に取り組む地域まちづくり協
議会数

「ちょこボラ」に取り組む地域まちづくり協議会数を確
認するため。

地区 5 令和６年度末 10 令和１１年度末 年約１地区の増加を目指す。 地域福祉課調べ

（２）地域福祉・生活支援の
充実

③地域活動とボランティアの
支援

2 亀山市ボランティアセンターの登録者数
亀山市ボランティアセンターの登録者数を確認するた
め。

人 522 令和６年度末 600 令和１１年度末 登録者数を年20人増加するよう目指す。 地域福祉課調べ

（２）地域福祉・生活支援の
充実

④生活困窮者の自立支援と社
会参加の促進

1 生活困窮者自立相談支援新規世帯数
生活困窮者世帯の自立の支援を行っているかを確認
するため。

世帯 116 令和６年度末 120 令和１１年度末 支援世帯数を年１世帯増加するよう目指す。 地域福祉課調べ

（２）地域福祉・生活支援の
充実

④生活困窮者の自立支援と社
会参加の促進

2
生活困窮世帯の児童生徒への学習支援の
アウトリーチ等の回数

生活困窮世帯の児童生徒への学習支援のアウトリーチ
等の回数を確認するため。

回 145 令和６年度末 150 令和１１年度末
アウトリーチ等の回数について、現状値を基本に微増(年１
回)を目指す。

地域福祉課調べ

（３）高齢者福祉の充実 （基本施策の成果指標） 1
住民参加型フレイルチェック会の参加者
数

フレイルチェック会の参加により、フレイルに対する気
づきにつなげるため。

人 - 令和６年度末 480 令和１１年度末
1回あたりの定員が20名、実施回数２４回（全まちづくり
協議会２２回＋市全域対象2回）の開催を目指す。

地域福祉課調べ

（３）高齢者福祉の充実 （基本施策の成果指標） 2 ６５歳以上の要介護認定率
フレイル予防や介護予防実施により６５歳以上の要介
護者の減少につなげるため。

％ 17.8 令和６年度末 現状値以下 令和１１年度末
フレイル予防や介護予防実施により高齢者の健康寿命の
延伸を図ることで、６５歳以上の要介護認定率を現状値
以下となるよう目指す。

地域福祉課調べ

（３）高齢者福祉の充実
①地域包括ケアシステムの推
進

1 バイタルリンクの延べ登録患者数
バイタルリンクを用いて、医療・介護従事者がリアルタ
イムに情報共有することで、患者のQOLが向上するこ
とを目指すため。

人 455 令和６年度末 780 令和１１年度末
現状値を踏まえ、毎年度10％程度増加することを目指
す。

地域医療課調べ

（３）高齢者福祉の充実
①地域包括ケアシステムの推
進

2 生活支援体制整備協議体の開催回数
地域の特性や資源を生かし、生活支援や介護予防サー
ビスの創出による地域の支え合いの体制づくりを進め
るため。

回 0 令和６年度末 6 令和１１年度末
市、市社会福祉協議会、第１層協議体、第２層協議体の協
議を初年・翌年は年２回、３年度以降は年度１回実施する
ことを目指す。

地域福祉課調べ

（３）高齢者福祉の充実 ②介護予防の推進 1 介護予防教室等実施回数
介護予防教室の実施により介護を要する状態の軽減
又は悪化の防止に資するため。

回 376 令和６年度末 386 令和１１年度末
高齢者の健康寿命延伸のため、介護予防教室等の実施回
数を４年間で１０回の増加を目指す。

地域福祉課調べ

（３）高齢者福祉の充実 ②介護予防の推進 2
住民参加型フレイルチェック会の実施地
区数

フレイルチェック会の実施地区を増やすことにより、フ
レイルに対する気づきにつなげるため。

地区 - 令和６年度末 22 令和１１年度末 すべての地区コミュニティでの実施を目指す。 地域福祉課調べ

（３）高齢者福祉の充実
③新しい認知症観を踏まえた
認知症高齢者支援の充実

1 認知症サポーター養成者数（累計）
認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知
症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする人
を増やすため。

人 5,268 令和６年度末 7,500 令和１１年度末
学校や企業等での認知症サポーター養成を進め、年５００
人を目指す。

地域福祉課調べ

（３）高齢者福祉の充実
③新しい認知症観を踏まえた
認知症高齢者支援の充実

2 認知症カフェ設置数
認知症カフェの設置により、認知症当事者及び家族が
社会とのつながりをもたらすだけでなく、家族の精神
的な負担の軽減を図るため。

件 2 令和６年度末 2 令和１１年度末
認知症カフェが利用しやすいよう亀山地区と関地区で各
１か所の設置を目指す。

地域福祉課調べ

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（３）高齢者福祉の充実
④高齢者の生活と生きがいづ
くりの支援

1 地域のサロン及び老人クラブの数
高齢者等の外出の機会を提供し、仲間づくりや生きが
いづくりを実施し、孤独化を防止するため。

団体 134 令和６年度末 140 令和１１年度末
孤独化の防止の役割を担う「通いの場」となる団体数を
年１団体増加するよう目指す。

地域福祉課調べ
地域のサロン：ふれあい・いきいきサロ
ン、コミュニティサロン

（３）高齢者福祉の充実 ⑤高齢者の権利擁護 1 成年後見制度新規相談件数
判断能力が不十分な人に対する成年後見制度の利用
促進を図るため。

件 29 令和６年度末 35 令和１１年度末
成年後見制度の利用を進めるため、年１件の増加を目指
す。

地域福祉課調べ

（３）高齢者福祉の充実 ⑤高齢者の権利擁護 2 成年後見制度利用支援事業の利用人数

成年後見制度の利用が必要である一方、本人等の財産
状況から申立費用や成年後見人等の報酬を負担するこ
とが困難な人に対し、これらの費用を支給することで、
成年後見制度の利用促進を図るため。

人 5 令和６年度末 7 令和１１年度末
経済的に困窮する利用者を支援するため、２年で１件が増
加するよう設定した。

地域福祉課調べ

（４）障がい者福祉の充実 （基本施策の成果指標） 1
病院等からの地域移行や緊急時の対応等
を行う地域活動支援拠点数

緊急対応時や病院からの地域移行の推進を担う機能
をもつ施設を増やすため。

か所 - 令和６年度末 3 令和１１年度末
市内にある障がい者入所施設に拠点を依頼することと
し、３施設を目指す。

地域福祉課調べ

（４）障がい者福祉の充実 （基本施策の成果指標） 2 支援により一般就労につながった人数
関係機関のネットワーク強化や支援体制の充実により、
就労移行につなげるため。

人 5 令和６年度末 7 令和１１年度末
令和6年度実績が5名であったことから４割の増加を見
込んで年7名の増加を目指す。

地域福祉課調べ

（４）障がい者福祉の充実
①障がい者の自立支援と社会
参加の促進

1 グループホームの利用者数
病院や施設で暮らす人が共同生活を送りながら、必要
な支援を受けて自立した生活につなげるため。

人 54 令和６年度末 60 令和１１年度末
障がい者グループホームの利用者を現状値より入退所も
加味した上で６つ（３事業所×２ユニット）のグループホー
ムで１名ずつ増の６０人を目指す。

地域福祉課調べ

（４）障がい者福祉の充実
①障がい者の自立支援と社会
参加の促進

2 障がい者就職面接会の延べ面接者数 障がい者の自立に向けた就労を進めるため。 人 41 令和６年度末 50 令和１１年度末
市内において開催される障がい者就職面接会での面接
者の数を令和６年度実績から、参加した６企業（事業所）
それぞれ１．５人増の５０人増加を目指す。

地域福祉課調べ

（４）障がい者福祉の充実
②障がい者支援体制の強化と
地域福祉との連携

1
障がい者総合相談支援センターの実支援
者数

社会参加、日常生活、就労などあらゆる相談を受け、地
域で生活の支援を進めるため。

人 110 令和６年度末 125 令和１１年度末
障がい者総合相談支援センター「あい」において支援した
人の数について、現状値に令和７年度中の４名増を加え、
計画期間内でさらに約１割増を目指す。

地域福祉課調べ

（４）障がい者福祉の充実
③障がい者の権利擁護と虐待
防止への取り組み

1 成年後見制度の利用人数 一人でも多くの対象者の支援につなげるため。 人 5 令和６年度末 7 令和１１年度末
亀山市社会福祉協議会への委託分も含め、支援事業を利
用した人数を現状値の４割増の７人を目指す。

地域福祉課調べ

（４）障がい者福祉の充実
③障がい者の権利擁護と虐待
防止への取り組み

2 障がい者サポーター数
障がい者に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認
知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする
人を増やすため。

人 - 令和６年度末 80 令和１１年度末
養成講座により障がい者サポーター認定し、１６人×年５
回＝80人を目指す。

地域福祉課調べ

（５）文化芸術の推進 （基本施策の成果指標） 1 市展への来場者数
優れた文化芸術を鑑賞できる市美術展への来場者数
が増えることは、文化芸術活動の活性化につながるた
め。

人 697 令和６年度末 1,000 令和１１年度末
積極的な情報発信等により、コロナ禍以前の水準まで増
加させることを目指す。

文化課調べ

（５）文化芸術の推進 （基本施策の成果指標） 2 文化年事業への参加者の満足度
文化年事業への参加者の満足度が上昇することは、市
民の文化芸術活動が活発化し、まちのにぎわいにつな
がるため。

％ 88 令和６年度末 90 令和９年度末
文化芸術を活かしたまちづくりを推進し、まちのにぎわ
いと魅力の創出のため、前回を超える満足度90％を目
指す。

文化課調べ

（５）文化芸術の推進
①文化芸術の交流によるまち
のにぎわい創出

1 文化芸術創造事業数
文化年において文化芸術創造事業数を維持・増加させ
ることは、新たな文化芸術の創造と文化芸術活動の活
性化につながるため。

事業 7 令和６年度末 8 令和９年度末
前回より1事業多い実施を目指し、令和９年度実施の文化
年事業では8事業と設定。

文化課調べ

（５）文化芸術の推進 ②文化芸術の拠点の充実 1
市文化会館自主文化事業への参加・入場
者数（過去３年間の平均）

自主文化事業に係る入場者数が増えることは、 市民が
文化芸術に親しみを持つことにつながるため。

人 15,347 令和６年度末 17,000 令和１１年度末
市民の文化芸術活動を促進することで、過去３年間の平
均値の10％増加を目指す。

文化課調べ

（５）文化芸術の推進 ③文化芸術活動の活性化 1
小中学校向け市文化会館アウトリーチ実
施回数（過去３年間の平均）

小中学校向けアウトリーチの回数が増えることは、子ど
もたちの豊かな創造力や感性を育むことにつながるた
め。

回 30 令和６年度末 34 令和１１年度末
創意工夫により、過去３年間の平均値の10％増加を目指
す。

文化課調べ

（６）スポーツの推進 （基本施策の成果指標） 1
２０才以上の人の週１回以上のスポーツ実
施率

２０才以上の人の週１回以上のスポーツ実施率が増え
ることは、健康寿命の延伸につながるため。

％ 55.8 令和３年度末 65.0 令和１１年度末
第３次三重県スポーツ推進計画における目標値である
65％を設定した。

健康政策課調べ

（６）スポーツの推進 （基本施策の成果指標） 2 運動施設利用者数（会議室を含む）

運動施設の利用者数が増えることは、市民がスポーツ
や運動に親しむことだけでなく、運動施設を利用する
ことによって、将来的にスポーツや運動を実施すること
につながる見込みが高まるため。

人 197,351 令和６年度末 230,000 令和１１年度末
市民がスポーツや運動、また、運動施設に親しめるよう会
議室を含めた運動施設の利用者数を約15％増の
230,000人に増加させることを目指す。

健康政策課調べ

（６）スポーツの推進
①スポーツに親しむ機会の確
保

1
市や団体が主催するスポーツ教室・大会
の参加者数

スポーツ教室・大会の参加者数が増えることは、市民が
スポーツや運動に親しみを持つことにつながるため。

人 26,603 令和６年度末 31,000 令和１１年度末
市民が積極的にスポーツ活動に関わる機会を提供するこ
とで、約15％増の年間31,000人の教室や大会への参加
者数を目指す。

健康政策課調べ

（６）スポーツの推進 ②スポーツの場の充実 1
運動施設（会議室、個人利用のみの施設
を除く）の稼働率

運動施設の稼働率が高いことは、日常生活における市
民のスポーツ活動の機会の確保につながるため。

％ 48.2 令和６年度末 55.0 令和１１年度末
市民が快適にスポーツに取り組めるよう、市内の主な運
動施設の利用率について、約15%の増加を目指す。

健康政策課調べ
運動施設のうち会議室及び個人利用のみ
の施設（トレーニング室、プール）を除いた
施設の稼働率

（６）スポーツの推進
③スポーツ団体の育成と競技
力の向上

1 スポーツ関連団体の構成者数
スポーツ関連団体の構成者数が増えることは、スポー
ツや運動に対する機運向上と活性化につながるため。

人 4,323 令和６年度末 4,800 令和１１年度末
スポーツに関する情報提供や指導者の育成等により、ス
ポーツ関連団体の構成者数を約10％増の4,800人に増
加させることを目指す。

健康政策課調べ

（６）スポーツの推進
④スポーツを通じた健康づく
り活動の推進

1
スポーツ推進委員との共催事業への参加
者数

スポーツ推進委員との共催事業への参加者数が増える
ことは、社会とのつながりが維持され、生涯を通じて
運動やスポーツに親しむことにより市民の健康につな
がるため。

人 463 令和６年度末 500 令和１１年度末
市民が生涯を通じて運動やスポーツに親しむことができ
るようスポーツ推進委員と市が共催する事業への参加者
数について約10％の500人の参加者数を目指す。

健康政策課調べ

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（１）防災・減災対策の強化 （基本施策の成果指標） 1 防災アプリ加入者数
防災アプリの登録者数が増加することは、新たな防災
情報伝達システムを活用した情報伝達の有用性の向上
につながるため。

人 - 令和６年度末 20,000 令和１１年度末
ヤフー防災15,000人、安心めーる5,000人、市公式
LINE2,000人等の登録実績を勘案し20,000人とし
た。

防災安全課調べ

（１）防災・減災対策の強化 （基本施策の成果指標） 2 地区防災計画策定地区数（累計）
地区防災計画の策定が、地域の防災力（共助）の向上に
つながるため。

地区 6 令和６年度末 10 令和１１年度末
策定には地域における十分な議論が必要であり、1地区
当たりの支援に時間を要することから1件/年とした。

防災安全課調べ

（１）防災・減災対策の強化 ①危機管理体制の強化 1 災害時応援協定の締結数
各種関係団体との連携が、市の防災力の向上につなが
るため。

件 67 令和６年度末 70 令和１１年度末
締結に向け積極的に活動しているが、相手との合意によ
るものであり、時間を要することから３件の増とした。

防災安全課調べ

（１）防災・減災対策の強化 ①危機管理体制の強化 2 小型車両系建設機械特別教育修了者数
特別教育修了者数が増加することは、職員の災害対応
能力の向上につながるため。

人 20 令和６年度末 60 令和１１年度末
Ｂ＆Ｇ財団の支援金を活用した3か年事業の中で、事業計
画を20名/年としているため、計画数を目標値とした。

防災安全課調べ

（１）防災・減災対策の強化
②災害情報伝達・収集体制の
強化

1 防災アプリ加入者数（再掲）
防災アプリの登録者数が増加することは、新たな防災
情報伝達システムを活用した情報伝達の有用性の向上
につながるため。

人 - 令和６年度末 20,000 令和１１年度末
ヤフー防災15,000人、安心めーる5,000人、市公式
LINE2,000人等の登録実績を勘案し20,000人とし
た。

防災安全課調べ

（１）防災・減災対策の強化
③安全・安心な避難環境の確
保

1 簡易ベッドの備蓄数
簡易ベットは睡眠環境の改善の観点から必要であり、
その備蓄数の増加が避難所環境の充実につながるた
め。

台 45 令和６年度末 70 令和１１年度末

指定避難所に避難することが想定される避難行動要支援
者数42人［（避難者数5,000人－福祉避難所に避難する
避難行動要支援者数800人）×1％］に1台ずつ計42台、
加えて傷病者用として各指定避難所に2台ずつ計30台、
合計72台を配備することとした。

防災安全課調べ

（１）防災・減災対策の強化
③安全・安心な避難環境の確
保

2 パーティションの備蓄数
パーテーションはプライバシーの確保の観点から必要
であり、その備蓄数の増加が避難所環境の充実につな
がるため。

台 15 令和６年度末 40 令和１１年度末

指定避難所に避難することが想定される避難行動要支援
者数42人［（避難者数5,000人－福祉避難所に避難する
避難行動要支援者数800人）×1％］に1台ずつ計42張を
配備することとした。

防災安全課調べ

（１）防災・減災対策の強化
④地域防災力の向上と市民参
加の促進

1 自主防災組織結成率
自主防災組織の結成率が、地域の防災力（共助）の向上
につながるため。

％ 80.5 令和６年度末 85.0 令和１１年度末
自治会固有の事情等から新規結成に時間を要するため、
1％/年程度の上昇を見込んで85％とした。

防災安全課調べ

（１）防災・減災対策の強化
⑤災害に強いまちづくりの推
進

1
防災・減災工事が完了したため池数（累
計）

防災重点農業用ため池防災・減災工事の進捗を図るた
め。

か所 1 令和６年度末 2 令和１１年度末 財源確保を含めた事業推進を図り、１件の完了を目指す。 農林振興課調べ

（２）住環境の向上 （基本施策の成果指標） 1 木造住宅の耐震化率
木造住宅の耐震化が進むことは、安全・安心な住環境
の整備につながるため。

％ 90.1 令和６年度末 94.0 令和１１年度末 令和8年度以降、前年比1％程度の増加を目指す。 建築住宅課調べ

（２）住環境の向上 （基本施策の成果指標） 2 一般住宅の空き家率
空き家の増加を抑制することは、安全・安心な住環境
の整備につながるため。

％ 6.2 令和６年度末 現状値以下 令和１１年度末 空き家の増加が見込まれる中、現状値以下を目指す。 建築住宅課調べ

（２）住環境の向上 ①安全で快適な住環境の整備 1 耐震補強工事補助金の利用者数（累計）
耐震補強工事補助金の利用者数が増加することは、安
全・安心な住環境の整備につながるため。

人 350 令和６年度末 378 令和１１年度末
これまでの実績を踏まえ、計画期間内で378人への増加
を目指す。

建築住宅課調べ

（２）住環境の向上 ①安全で快適な住環境の整備 2
民間借上型市営住宅による供給戸数（累
計）

民間借上型市営住宅戸数が増加することは、良質な住
宅の安定的な供給につながるため。

戸 95 令和６年度末 127 令和１１年度末
これまでの実績を踏まえ、計画期間内で127戸への増加
を目指す。

建築住宅課調べ

（２）住環境の向上
②空き家対策の強化と居住誘
導の推進

1 空き家情報バンク新規登録件数（累計）
空き家情報バンク新規登録件数が増加することは、移
住希望者が住居を確保しやすい住環境の整備につな
がるため。

件 77 令和６年度末 117 令和１１年度末
これまでの実績を踏まえ、計画期間内で117件への増加
を目指す。

建築住宅課調べ

（２）住環境の向上
②空き家対策の強化と居住誘
導の推進

2 空き家が利活用された件数（累計）
空き家の利活用が進むことは、安全・安心な住環境の
整備につながるため。

件 60 令和６年度末 92 令和１１年度末
これまでの実績を踏まえ、計画期間内で92件への増加を
目指す。

建築住宅課調べ

（３）道路の保全・整備 （基本施策の成果指標） 1 市内環状道路の整備率
市内環状道路の整備推進により、都市拠点の利便性向
上による都市の形成や成長につながるため。

％ 96.2 令和６年度末 100.0 令和１１年度末 全線完成を目指す。 土木課調べ
市内環状道路については、国道1路線、県
道1路線、市道3路線があり、未整備区間
は和賀白川線のみ。

（３）道路の保全・整備 （基本施策の成果指標） 2
舗装維持管理計画に基づく主要幹線道路
（１５路線）の舗装保全率

主要幹線道路の舗装保全率が向上することは、安全で
快適な交通環境の確保につながるため。

％ 4.2 令和６年度末 45.0 令和１１年度末
令和11年度末での累計舗装修繕面積14,347m2）／総
修繕計画面積（31,889m2）を目指す。

建設管理課調べ

舗装の状態を点検・評価し、一定の基準を
満たして「健全」と判定された舗装の割合
を示す指標。
主要幹線道路31路線のうち、修繕が必要
な15路線が対象

（３）道路の保全・整備 ①道路整備の推進 1 整備進捗率（市道和賀白川線）
当該路線の整備推進により、安全で快適な道路の利用
につながるため。

％ 83 令和６年度末 100 令和１１年度末 全線完成を目指す。 土木課調べ
主要事業となっている和賀白川線事業の
整備進捗率と同様

（３）道路の保全・整備 ①道路整備の推進 2 整備進捗率（市道川合9号線）
当該路線の整備推進により、安全で快適な道路の利用
につながるため。

％ 6 令和６年度末 100 令和１１年度末 全線完成を目指す。 土木課調べ
主要事業となっている川合9号線事業の
整備進捗率と同様

（３）道路の保全・整備 ②交通安全施設の充実 1 交通安全施設の新設件数（累計）
交通安全施設が充実することは、事故防止や歩行者の
安全性の向上につながるため。

件 - 令和６年度末 16 令和１１年度末 年4件の設置を目指す。 建設管理課調べ
通学路交通安全プログラム等の要望に基
づき設置された安全施設の累計件数

（３）道路の保全・整備 ③道路の適切な維持管理 1 橋梁長寿命化修繕を行った橋梁数（累計）
橋梁修繕完了数が増加することは、橋梁の長寿命化を
示し、安全で安心な道路環境の確保につながるため。

橋 - 令和６年度末 17 令和１１年度末 計画的な修繕を進め、累計17橋の修繕を目指す。 建設管理課調べ
橋梁健全度判定でⅢ判定となり修繕対象
となった橋梁の累計数

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（４）上下水道の充実 （基本施策の成果指標） 1 上水道の有収率（北中勢水道を除く）
水道管の維持管理が適正であることを表しており 、
水の安定供給につながるため。

％ 89.7 令和６年度末 94.1 令和１１年度末 持続可能な水道事業に向け、94.1％への向上を目指す。 上水道課調べ

（４）上下水道の充実 （基本施策の成果指標） 2 汚水処理人口普及率
汚水処理人口普及率の向上は、 適切な生活排水処理
による生活環境の改善につながるため。

％ 90.1 令和６年度末 93.0 令和１１年度末
下水道未普及解消の促進により 、 ４ 年間で約２．９ ％の
汚水処理人口普及率の向上を目指す。

下水道課調べ

（４）上下水道の充実 ①上下水道の強靭化 1
上水道の急所施設や避難所等の重要施設
に接続する管路の耐震適合率

地震災害等の発生時に被害を低減し、非常時に一定の
給水を確保できるようにした水道管路の割合

％ 27.0 令和６年度末 30.4 令和１１年度末
特定の管路の総延長のうち、「耐震適合性がある」と評価
される管の延長が占める割合について、年約0.7％の向
上を目指す。

上水道課調べ

（４）上下水道の充実
②上下水道の持続可能な運営
体制の確保

1 水道事業会計の経常収支比率
会計の経常収支比率が高いことは、健全で安定した事
業の継続につながるため。

％ 117.43 令和６年度末 117以上 令和１１年度末
健全で安定した事業の継続に向け、現状維持以上を目指
す。

上水道課調べ

（４）上下水道の充実
②上下水道の持続可能な運営
体制の確保

2 下水道事業会計の経常収支比率
各会計の経常収支比率が高いことは、健全で安定した
各事業の継続につながるため。

％ 100.69 令和６年度末 100以上 令和１１年度末
整備中である事業の状況等を考慮し、 経常損失が生じな
い健全運営として100％以上を目指す。

下水道課調べ

（４）上下水道の充実
③効率的・計画的な上水道施
設整備と環境への対応

1 水質基準の適合率
水質基準の適合率を維持することは、安全で安心な水
の供給につながるため。

％ 100 令和６年度末 現状値 令和１１年度末
水道法に基づいて定められた水質基準のすべてについ
て、基準値内にする。

上水道課調べ
水道水が定められた水質基準にどの程度
適合しているかを示す指標

（４）上下水道の充実
③効率的・計画的な上水道施
設整備と環境への対応

2 水道施設専用通信デジタル化の進捗率
水道施設専用通信のデジタル化が進むことは、効率的
な施設管理を可能にし、安定的で安全な水の供給につ
ながるため。

％ 0 令和６年度末 100 令和１１年度末
安定的で安全な水の供給に向け、専用通信のデジタル化
を目指す。

上水道課調べ
各施設の異常等を中央監視施設にいち早
く伝送し、迅速な対応ができるようにした
割合（実施済み施設数/総施設数）

（４）上下水道の充実
④生活排水処理の充実と施設
の更新・統合

1 公共下水道汚水処理人口普及率
下水道未普及地域での計画的な公共下水道の整備を
推進し、生活排水を適切に処理することにより、快適な
生活環境と健全な水環境を維持するため。

％ 64.1 令和６年度末 69.8 令和１１年度末
第２次総合計画後期基本計画（令和４年度～令和７年度）
までの普及率の維持を目指す。

下水道課調べ

（５）地域公共交通の充実 （基本施策の成果指標） 1 市内5駅の一日当たりの乗車人員数
駅の乗降者数を維持・増加させることは、地域交通の
充実や利便性向上につながるため。

人 3,292 令和６年度末 3,300 令和１１年度末 鉄道駅５駅の乗車人員数の維持を目指す。 政策推進課調べ
市内に存する鉄道駅５駅（井田川駅・亀山
駅・下庄駅・関駅・加太駅）の一日当たりの
乗車人員数合計

（５）地域公共交通の充実 （基本施策の成果指標） 2
市が市内で運行する地域公共交通の延べ
利用者数

地域公共交通の利用者数を確保・拡大することは、地
域公共交通の充実や利便性向上につながるため。

人 82,791 令和６年度末 83,000 令和１１年度末
人口減少が進行する中にあっても、持続可能な公共交通
の維持・確保のため、市コミュニティバス７路線及び乗合
タクシー総利用者数を維持。

政策推進課調べ
市コミュニティバス７路線及び乗合タク
シーの総利用者数（営業路線、廃止代替バ
ス路線を除く）

（５）地域公共交通の充実
①地域公共交通ネットワークの
リ・デザイン

1
輸送サービス内容を見直し、運行を開始
した地区数（小学校区）（累計）

地域の実情に応じた輸送サービスを導入することは、
移動手段の確保や生活の利便性向上につながるため。

地区 0 令和６年度末 6 令和１１年度末
バス利用が低調な地域における交通体系のリ・デザインを
進めており、計画期間内に６小学校区を対象に実施。

政策推進課調べ
交通体系のリ・デザインにより、運行を開
始した小学校区数

（５）地域公共交通の充実 ②生活交通の利便性向上 1
市が市内で運行する地域公共交通の延べ
利用者数（再掲）

地域公共交通の利用者数を確保・拡大することは、地
域公共交通の充実や利便性向上につながるため。

人 82,791 令和６年度末 83,000 令和１１年度末
市コミュニティバス７路線及び乗合タクシー総利用者数を
維持。

政策推進課調べ
市コミュニティバス７路線及び乗合タク
シーの総利用者数（乗合タクシー延利用者
数を含む）

（５）地域公共交通の充実 ③鉄道の維持・確保 1
JR関西本線（亀山・加茂間）の一日当たり
の輸送密度（平均通過人員）

鉄道の利用状況を把握することは、路線の維持・確保
に向けた取り組みの成果を確認するために重要であ
り、地域公共交通の充実につながるため。

人 978 令和６年度末 1,000 令和１１年度末
令和7年度を含め、前期計画期間内に再構築協議会によ
る協議の対象となりうる輸送密度１，０００人まで早急に
到達。

政策推進課調べ
JR西日本により発表される関西本線（亀
山・加茂間）の平均通過人員（輸送密度）

（６）消防力・地域安全の充
実

（基本施策の成果指標） 1 人口１万人当たりの火災出火件数
火災出火件数を減少させることは、市民の生命、身体、
財産を保護することにつながるため。

件 4.3 令和６年度末 3.1 令和１１年度末 全国平均値3.1件（R5年）に引き下げることを目指す。 予防課調べ
総務省消防庁及び三重県の統計に準じた
暦年の成果指標とする。

（６）消防力・地域安全の充
実

（基本施策の成果指標） 2 刑法犯認知件数
刑法犯認知件数の抑制が、地域の体感治安の向上につ
ながるため。

件 260 令和６年度末 現状値以下 令和１１年度末
年々増加する犯罪について、啓発活動を行うことで、少し
でも抑制を図るため現状値以下とした。

防災安全課調べ

（６）消防力・地域安全の充
実

①消防体制の充実強化 1 救急救命士等の有資格者の配置率 適正な消防力が確保されている状況を把握するため。 ％ 100 令和６年度末 現状値 令和１１年度末
消防組織体制の充実を図るため、各分野に必要となる有
資格者の配置率100%維持を目指す。

消防総務課調べ

（６）消防力・地域安全の充
実

②防火対策の推進 1 建物焼損床面積
焼損床面積の減少は、出火防止対策及び初期消火等の
火災被害を軽減する対策を推進した効果につながる
ため。

㎡ 711 令和６年度末 500 令和１１年度末
現状値（令和6年）711㎡を前期計画終期（令和11年）ま
でに500㎡に引き下げることを目指す。

予防課調べ
総務省消防庁及び三重県の統計に準じた
暦年の成果指標とする。

（６）消防力・地域安全の充
実

③救命率の向上 1 市民による心肺蘇生法実施率
救命効果の向上に繋がる市民による応急手当（心肺蘇
生法）がどの程度実施されているか把握するため。

％ 42.9 令和６年度末 52.9 令和１１年度末
現状値（令和6年）42.9%を前期計画終期（令和11年）ま
でに10％の向上を目指す。

消防総務課調べ
総務省消防庁の統計調査に含まれる項目
に準じた暦年の成果指標とする。

（６）消防力・地域安全の充
実

④地域安全と防犯対策の推進 1 自治会が設置した防犯カメラの台数
防犯カメラの設置台数の増加が、地域の犯罪抑止力を
強化につながるため。

台 8 令和６年度末 40 令和１１年度末
令和6年度からの事業であり、定着までに時間を要するこ
とから、令和6年度実績8台を基に8台/年とした。

防災安全課調べ

（６）消防力・地域安全の充
実

④地域安全と防犯対策の推進 2 防犯灯のLED化率
防犯のLED化率の増加が、地域の夜間の犯罪不安の
解消につながるため。

％ 58.9 令和６年度末 80.0 令和１１年度末
過去実績等を勘案し、5％/年程度の上昇を見込んで８
０％とした。

防災安全課調べ

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（６）消防力・地域安全の充
実

⑤特殊詐欺や消費者被害防止
の推進

1 特殊詐欺被害防止に関する啓発回数
啓発活動の回数の増加が、特殊詐欺被害防止を図るた
めの取り組みの充実につながるため。

回 16 令和６年度末 20 令和１１年度末
年々増加する被害の防止につながるよう、令和6年実績
16回を基に20回とした。

防災安全課調べ

（６）消防力・地域安全の充
実

⑤特殊詐欺や消費者被害防止
の推進

2 消費者被害防止に関する啓発回数
悪質商法等に係る情報提供や消費者啓発を推進するこ
とにより、一般市民が被害にあわないよう情報を得
て、理解を深め、被害拡大を抑止するため。

回 12 令和６年度末 17 令和１１年度末 啓発活動を各年1回を継続して実施し、5回増を目指す。 まちづくり協働課調べ

（６）消防力・地域安全の充
実

⑥犯罪被害者等の支援体制の
充実

1 犯罪被害者の支援に関する啓発回数
啓発活動の回数の増加が、犯罪被害者等の相談体制の
充実を図る取り組みの充実につながるため。

回 3 令和６年度末 5 令和１１年度末
年々増加する被害者の支援につながるよう、令和6年度
実績3回を基に5回と設定した。

防災安全課調べ

（６）消防力・地域安全の充
実

⑦交通安全教育の推進と関係
機関との連携強化

1 交通安全運動延べ参加者数
交通安全運動の参加者数の増加が、交通安全教育の推
進と関係機関との連携強化につながるため。

人 400 令和６年度末 2,000 令和１１年度末
年4回の交通安全出発式を関係機関と連携し継続的に取
り組むため、4回/年×参加人数100人とした。

防災安全課調べ

（１）地域まちづくり活動の
促進

（基本施策の成果指標） 1
地域まちづくり計画を見直した地域まち
づくり協議会数（累計）

すべての地域まちづくり協議会が設立10周年を迎え
ることから、すべての地域の地域まちづくり計画を見
直すことで、協議会の活動がより実効性を持ち、地域
まちづくりの推進につながるため。

地区 - 令和６年度末 22 令和１１年度末
各年度3～6地区での見直しに取り組み、計画期間内にす
べての地域まちづくり協議会２２地区での実施を目指す。

まちづくり協働課調べ

（１）地域まちづくり活動の
促進

（基本施策の成果指標） 2
地域まちづくり協議会の役員に就任した
現役世代（65歳未満）の人数

地域の役員の高齢化・固定化が進行していることから、
各種研修の実施や会議時間の工夫等を通じて現役世
代の参画を促し、担い手不足の解消を目指すため。

人 - 令和６年度末 5 令和１１年度末 参加促進により各年度約1人の増加を目指す。 まちづくり協働課調べ

（１）地域まちづくり活動の
促進

①地域まちづくり協議会の活
動支援

1
地域まちづくり協議会が協働・連携により
実施した事業数（累計）

地域における課題の多様化・複雑化に対応し、多様な
主体との協働・連携による取り組みの拡大を目指すた
め。

事業 - 令和６年度末 12 令和１１年度末
協働・連携事業を各年度3事業実施し、期間内で12事業
に増加させることを目指す。

まちづくり協働課調べ

（１）地域まちづくり活動の
促進

①地域まちづくり協議会の活
動支援

2
情報共有システム（クロジカ）への情報掲
載数

情報共有システムの活用による地域まちづくり協議会
相互の連携が促進されつつあることから、さらにシス
テムの活用を促し、情報発信の充実を目指すため。

件 44 令和６年度末 64 令和１１年度末
システム活用を促進し、令和７年度を含め毎年度4件、計
画期間で２０件の増加を目指す。

まちづくり協働課調べ

（１）地域まちづくり活動の
促進

②地域まちづくり活動拠点施
設の利便性の確保

1 地域まちづくり拠点施設の利用者数
適切な維持管理により利便性が確保されることで、利
用者数の増加が図られるため。

人 105,392 令和６年度末 137,000 令和１１年度末
計画期間終期時点でコロナ禍前と同等への増加を目指す
（令和元年度実績：136,628人）。

まちづくり協働課調べ

（１）地域まちづくり活動の
促進

③地域の担い手育成支援と地
域自治の活性化

1
地域担い手研修の受講者が地域まちづく
り協議会の役員に就任した人数（累計）

地域の役員の高齢化・固定化が進行していることから、
各種研修の実施等によりまちづくりへの参画を促し、
担い手不足の解消を目指すため。

人 9 令和６年度末 14 令和１１年度末 令和7年度を含めた計画期間内で各年1人増を目指す。 まちづくり協働課調べ

（２）協働・協創の推進 （基本施策の成果指標） 1
市民活動・ボランティアセンター「ぷらっ
と」での相談によって多様な主体をつな
ぎ合わせたコーディネート件数

「ぷらっと」の中間支援機能の一つであるマッチング機
能に対する取り組みの実施状況を把握するため。

件 - 令和６年度末 84 令和１１年度末
令和7年4月～9月の平均値×12ヶ月（72件）から、計画
期間内で年3件の増を目指す。

まちづくり協働課調べ

（２）協働・協創の推進 （基本施策の成果指標） 2 新たな協創等による取り組み件数（累計）
新たな協創による取り組みを増加させることは、協働・
協創の広がりにつながるため。

件 - 令和６年度末 6 令和１１年度末
新たな協創等による取り組みに着手し、計画期間内で6
件の実施を目指す。

政策推進課調べ

（２）協働・協創の推進 ①市民活動の活性化 1 市民活動応援制度の登録団体数 市民活動応援制度の運用の充実を評価するため。 件 77 令和６年度末 82 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で年1団体増、計5団体増
を目指す。

まちづくり協働課調べ

（２）協働・協創の推進 ①市民活動の活性化 2
市民参画協働事業推進補助金の交付件数
（累計）

市民活動団体の育成や活動の拡充につなげる財政支
援の状況を把握するため。

件 115 令和６年度末 130 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で年3件増、計15件増を
目指す。

まちづくり協働課調べ

（２）協働・協創の推進 ②中間支援機能の強化 1 「ぷらっと」の相談件数
「ぷらっと」の中間支援機能の一つである相談・助言機
能に対する取り組みの実施状況を把握するため。

件 - 令和６年度末 300 令和１１年度末
令和7年4～9月の平均値×12ヶ月（２４０件）から、計画
期間内で年1５件増、計６０件増を目指す。

まちづくり協働課調べ

（２）協働・協創の推進 ②中間支援機能の強化 2 市民協働センターの利用者数 市民活動団体等の活動状況を評価するため。 人 20,000 令和５年度 23,600 令和１１年度末

現状値（令和5年度）から令和６・7年度を含む前期計画終
期（令和11年度）までの６年間で年６００人増（「ぷらっと」
の相談者の月平均20人×12ヶ月+ぷらっとカフェ１５参
加者月平均３０人×12ヶ月＝６００人））
６００人×６年間＝3,600人増を目指す。

まちづくり協働課調べ

（２）協働・協創の推進 ③多様な主体との連携の拡大 1
新たな協創等による取り組み件数（累計）
（再掲）

新たな協創による取り組みを増加させることは、協働・
協創の広がりにつながるため。

件 - 令和６年度末 6 令和１１年度末
新たな協創等による取り組みに着手し、計画期間内で6
件の実施を目指す。

政策推進課調べ

（２）協働・協創の推進
④まちづくりへの市民参画の
推進

1 市民アンケートの回答率
市民アンケートの回答率を高めることは、市民参画の
促進を確認できるため。

％ 41.2 令和６年度末 50 令和１１年度末
計画期間内でアンケート回答率の向上を図り、50％まで
向上させることを目指す。

政策推進課調べ

（３）生涯学習の推進 （基本施策の成果指標） 1 「かめやま人」認定者数（累計）
「かめやま人」認定者が増加することは、個々の学びが
地域に学びの成果として還元されることにつながるた
め。

人 17 令和６年度末 25 令和１１年度末
かめやま人を認定し「学び手」から「学びの担い手」へと循
環し、新しいステージでの活躍される方の割合を引き上
げ、計画期間内で２５人への増加を目指す。

生涯学習課調べ

（３）生涯学習の推進 （基本施策の成果指標） 2 図書館への入館者数
入館者数の推移を見ることによって、利用者の学習意
欲やイベント参加状況を把握するため。

人 277,347 令和６年度末 325,000 令和１１年度末
あらゆる世代への読書習慣の定着につなげるため、現状
値から段階的に引き上げ、計画期間内で約17%の増加を
目指す。

図書館調べ

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（３）生涯学習の推進
①生涯学習を通じた地域課題
解決と人材育成の推進

1 生涯学習講座の受講者数
講座の受講者数の推移を見ることにより、市民の関心
に応じた講座の展開による学びの機会を、より多くの
市民に提供できているかどうかを把握するため。

人 21,217 令和６年度末 23,000 令和１１年度末
誰もが参加しやすい講座を提供し、誰もが学ぶことがで
きる環境づくり実現に向け、計画期間内で約1,800人の
増加を目指す。

生涯学習課調べ

（３）生涯学習の推進
①生涯学習を通じた地域課題
解決と人材育成の推進

2 高等教育機関と連携した講座の開催数
大学や外部機関と連携した講座の開催数を増加させ
ることは、より専門的で市民の関心に応じた講座の展
開につながるため。

回 18 令和６年度末 25 令和１１年度末
多くの市民に多様な学びの機会を提供し、さらなる学び
の場の充実を図るため、計画期間内で25回までの増加
を目指す。

生涯学習課調べ

（３）生涯学習の推進
②図書館を核とした読書活動
の推進と図書館機能の充実

1 図書館での貸出冊数
図書館での貸出冊数を増加させることは、利用者が図
書館の本来の機能の向上につながるため。

冊 291,960 令和６年度末 295,000 令和１１年度末
図書館の本来の機能である「資料提供」の利用度を向上
させるため、計画期間内で約3,000冊の増加を目指す。

図書館調べ

（３）生涯学習の推進
②図書館を核とした読書活動
の推進と図書館機能の充実

2 利用者サービス満足度
利用者サービス満足度を見ることで、図書館サービス
が市民ニーズにどの程度応えられているかを把握する
ため。

％ 66.8 令和６年度末 80.0 令和１１年度末
「利用者の大多数が満足」と言える水準であり、全国的な
公共サービス満足度調査でも一般的な目標ラインである
80.0％を目指す。

図書館調べ

（４）多様な交流の促進 （基本施策の成果指標） 1
市公式ＬＩＮＥ（VOOM）及び移住情報イン
スタグラムで発信した情報のリーチ数

各情報発信へのリーチ数を増やすことは、本市の魅力
に共感する人や関心を持つ人の増加状況を把握するこ
とにつながるため。

人 22,700 令和６年度末 38,200 令和１１年度末
計画期間内でLINEVOOMは年600人増、移住情報イン
スタグラムは年2,500人増を目指す。

広報秘書課
政策推進課調べ

（４）多様な交流の促進 （基本施策の成果指標） 2 移住施策を利用した年間移住者数
移住施策を利用した年間移住者数を増加させること
は、地域への多様な交流や定住の促進につながるた
め。

人 79 令和６年度末 100 令和１１年度末
移住施策の推進により、計画期間内で約20人の増加を
目指す。

政策推進課調べ 住宅・下水補助等を活用した人数を含む

（４）多様な交流の促進 ①シティプロモーションの強化 1 地域ブランド調査における「認知度」
地域ブランド調査における認知度を向上させること
は、シティプロモーション強化の成果を測る一つの指
標となるため。

点 27.3 令和６年度末 35.0 令和１１年度末
地域ブランド調査2024における県内14市の状況に鑑
み、計画期間内で35.0への引き上げを目指す。

政策推進課調べ

（４）多様な交流の促進 ②移住交流の促進 1 移住に関する年間相談件数
移住に関する年間相談件数を確認することは、各取り
組みに対する反応の把握につながるため。

件 52 令和６年度末 100 令和１１年度末
情報発信や相談機会の充実を図ることで、計画期間内で
約５０人の増加を目指す。

政策推進課調べ

（４）多様な交流の促進 ②移住交流の促進 2 移住支援金の交付件数（累計）
移住支援金の交付件数を確認することは、居住や就業
等と連携した移住の実現状況を把握できるため。

件 - 令和６年度末 10 令和１１年度末
都心部向けの周知等を強化し、令和7年度を含めた計画
期間内で１０件の増加を目指す。

政策推進課調べ
国及び県補助を活用しており、対象者は
都心部（東京23区）での居住や就業等を
していた人に限る（他要件あり）。

（４）多様な交流の促進
③関係人口の創出と地域交流
機会の充実

1 関係人口創出イベントへの参加者数
関係人口創出イベントへの参加者数を増加させること
は、交流人口・関係人口の創出や地域交流機会の充実
につながるため。

人 53 令和６年度末 100 令和１１年度末
開催回数や内容等の充実を図ることで、計画期間内で
約５０人の増加を目指す。

政策推進課調べ

（４）多様な交流の促進
③関係人口の創出と地域交流
機会の充実

2 移住者と地域の交流件数（累計）
交流人口・関係人口の創出や地域交流機会の充実状況
を把握するため。

件 - 令和６年度末 10 令和１１年度末
地域との交流機会の創出を図り、計画期間内で１０件の開
催を目指す。

政策推進課調べ

（４）多様な交流の促進 ④都市間交流の推進 1 交流事業への参加者数（累計） 都市間交流の推進状況を把握するため。 人 - 令和６年度末 40 令和１１年度末
他市町との連携を図り、計画期間内において４０人の参加
を目指す。

政策推進課調べ

（５）人権の尊重とダイバー
シティ社会の推進

（基本施策の成果指標） 1 人権啓発イベントへの参加者数
人権啓発イベントへの参加者数が増加することは、人
権に関する市民意識の向上につながるため。

人 200 令和６年度末 300 令和１１年度末
年間25人ずつの増加を目指し、4年間で100人増の
300人と設定。

文化課調べ

（５）人権の尊重とダイバー
シティ社会の推進

（基本施策の成果指標） 2 審議会等における女性の登用率
審議会等の女性の登用率が上昇することは、市の政策
や方針決定過程で、多様な価値観と発想が反映される
ため。

％ 35.9 令和６年度末 40.0 令和１１年度末
男女共同参画の意識啓発や情報発信等に努め、市の政
策・ 方針決定過程である審議会等への女性登用４ 割を
目指す。

文化課調べ

（５）人権の尊重とダイバー
シティ社会の推進

①人権施策の推進 1 人権啓発の行政出前講座への参加者数
人権啓発の出前講座の回数が増えることは、一人ひと
りの人権が尊重されるまちの実現に近づくため。

人 767 令和６年度末 1,000 令和１１年度末
年間約60人ずつの増加を目指し、4年間で233人増の
1,000人と設定。

文化課調べ

（５）人権の尊重とダイバー
シティ社会の推進

②男女共同参画の推進 1
三重県内男女共同参画連携映画祭におい
て市の男女共同参画に対する取り組みが
積極的と回答した割合

市の男女共同参画に対する取り組みが積極的というこ
とは、性別に関わらず個性と能力が発揮できる社会の
推進につながるため。

％ 58.5 令和６年度末 70.0 令和１１年度末
年間約３ポイントの増加を目指し、4年間で11.5ポイント
増の70％と設定。

文化課調べ

（５）人権の尊重とダイバー
シティ社会の推進

③多文化共生の推進 1 日本語教室の年間延べ受講者数
日本語教室の受講者数が増加すること は、多文化共
生に向けた相互理解の深まりにつながるため。

人 680 令和６年度末 700 令和１１年度末
外国人住民が地域社会で共生できるよう日本語教室の受
講者数７００人を目指す。

文化課調べ

（１）開かれた市政の推進 （基本施策の成果指標） 1 市公式ＬＩＮＥの登録者数
市公式LINEの登録者数を増やすことは、多くの市民
に市政情報を伝えることにつながるため。

人 3,566 令和６年度末 8,500 令和１１年度末 令和8年度以降、年1,000人を目指す。 広報秘書課調べ

（１）開かれた市政の推進 （基本施策の成果指標） 2 公益通報制度の理解度
公益通報制度の理解度が向上することは、職員が制度
を正しく理解し、健全な行政経営の推進につながるた
め。

％ 79 令和６年度末 90 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で年２％増。　２％×5年
度≒11％増を目指す。

総務課調べ

コンプライアンスに係る職員アンケートに
おいて、当該制度について「よく理解して
いる」「概要を理解している」と回答した人
数

（１）開かれた市政の推進 ①広報・広聴の充実 1 市ホームページへの新着情報掲載件数
市ホームページに掲載する新着情報を増やすことは、
積極的な市政情報の発信につながるため。

件 462 令和６年度末 580 令和１１年度末 令和8年度以降、前年比5％増を目指す。 広報秘書課調べ

（１）開かれた市政の推進 ①広報・広聴の充実 2
「キラリまちづくりトーク」等広聴の場への
参加者数

各種広聴の場への参加者を増やすことは、市民の様々
な意見を市政に反映することにつながるため。

人 97 令和６年度末 110 令和１１年度末
「キラリまちづくりトーク」は直近3年間平均（80人）を維
持。新たな広聴の場として、令和８～9年度は20人、令和
10～11年度は30人を目指す。

広報秘書課調べ

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（１）開かれた市政の推進 ②コンプライアンスの推進 1 公益通報制度の理解度（再掲）
コンプライアンスに係る職員アンケートにおいて、当該
制度について「よく理解している」「概要を理解してい
る」と回答した人数

％ 79 令和６年度末 90 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で年２％増。　２％×5年
度≒11％増

総務課調べ

（１）開かれた市政の推進 ②コンプライアンスの推進 2 働きかけ行為に関する制度の理解度
コンプライアンスに係る職員アンケートにおいて、当該
制度について「よく理解している」「概要を理解してい
る」と回答した人数

％ 83 令和６年度末 90 令和１１年度末
令和7年度を含めた計画期間内で年1.5％増。　1.5％×
5年度≒7％増

総務課調べ

（１）開かれた市政の推進
③行政情報の適正な公開・活
用

1 オープンデータ件数（累計）
市が保有する公共データを有効に活用できる状況を把
握するため。

件 79 令和６年度末 90 令和１１年度末
オープンデータカタログサイトに掲載しているデータセッ
トについて、現状値から10件以上の増加を目指す。

DX推進室調べ

（２）行財政システム改革の
推進

（基本施策の成果指標） 1 財政調整基金残高 財政運営の健全性を把握するため。 億円 15.2 令和６年度末 25 令和１１年度末
今後想定される廃棄物処理施設の更新、新庁舎整備、学
校施設等の長寿命化等に備え、持続可能で安定的な財政
基盤の確立のため、２５億円への増加を目指す。

財務課調べ
財政構造改革骨太方針に定める数値目標
（令和11年度末財政調整基金残高：25億
円以上）と同額を設定

（２）行財政システム改革の
推進

（基本施策の成果指標） 2 市税の収納率（現年課税分）
市の歳入の根幹である市税の収納率の向上を図るこ
とにより、市の財政力強化に努めるため。

％ 99.37 令和６年度末 99.40 令和１１年度末
現年度収納率を99.40％に向上させ、またそれを維持で
きる体制を確立する。

税務課調べ

（２）行財政システム改革の
推進

①行政システムの改革と財政
の健全化

1 財政調整基金残高（再掲） 財政運営の健全性を把握するため。 億円 15.2 令和６年度末 25 令和１１年度末
今後想定される廃棄物処理施設の更新、新庁舎整備、学
校施設等の長寿命化等に備え、持続可能で安定的な財政
基盤の確立のため、２５億円への増加を目指す。

財務課調べ
財政構造改革骨太方針に定める数値目標
（令和11年度末財政調整基金残高：25億
円以上）と同額を設定

（２）行財政システム改革の
推進

①行政システムの改革と財政
の健全化

2 ふるさと納税受入額
ふるさと納税受入額が増加することは、財源の確保が
進み、財政の健全化に寄与するため。

千円 58,363 令和６年度末 200,000 令和１１年度末
令和7年度目標を1億円とし、今後は年2,500万円の増
加を目指す。

商工観光課調べ 毎年のふるさと納税寄附額の実績

（２）行財政システム改革の
推進

②適正な評価課税と徴収体制
の強化

1 評価事務取扱要領の作成進捗率
評価事務取扱要領の作成は、適正な評価・公正な課税
につながるため。

％ 30 令和６年度末 100 令和１１年度末
評価要領に基づく一貫した評価により、公正で分かりや
すい課税の実現を目指す。

税務課調べ

（２）行財政システム改革の
推進

③広域連携の推進 1 いこか連携での共同事業の実施回数
いこか連携の共同事業を増加させることは、広域連携
の推進につながるため。

回 2 令和６年度末 4 令和１１年度末
各分野でのさらなる連携を目指し、計画期間内で４回へ
の増加を目指す。

政策推進課調べ

（２）行財政システム改革の
推進

③広域連携の推進 2
広域連携により新たに取り組む共同事業
の数（累計）

広域連携により新たに取り組む共同事業の数を増加さ
せることは、広域連携の拡充や推進につながるため。

事業 - 令和６年度末 4 令和１１年度末
広域連携による取り組みを推進し、計画期間内で４事業
の実施を目指す。

政策推進課調べ

（３）公有財産の適正管理・
活用

（基本施策の成果指標） 1
施設の統廃合・複合化により減少が見込
まれる延床面積（累計）

施設の統廃合・複合化によって延床面積が減少するこ
とは、公有財産の適正管理が進み、効率的な活用につ
ながるため。

㎡ - 令和６年度末 5,000 令和１１年度末

統廃合や複合化を決定する総施設数を８施設とし、施設
が半数になるとした場合に減少する延床面積を設定。市
公共施設の延床面積の平均値（1,200㎡）×統廃合等に
より減少が見込まれる施設数（４施設）≒5,000㎡

財務課調べ
（将来的な統廃合であっても、方針が決定
した施設を含む）

（３）公有財産の適正管理・
活用

（基本施策の成果指標） 2
有効活用や処分を決定した未利用公有財
産件数（累計）

有効活用や処分を決定した未利用公有財産件数が増
加することは、公有財産の適正管理が進み、未利用資
産の有効活用につながるため。

件 - 令和６年度末 4 令和１１年度末 1施設×４年度＝４施設 財務課調べ
庁内検討委員会等において、具体的な活
用方法や処分の方針を決定した施設数

（３）公有財産の適正管理・
活用

①公共施設の整備と財産管理
の効率化

1
施設の統廃合・複合化を決定した公共施
設数（累計）

施設の統廃合・複合化を決定した公共施設数が増加す
ることは、公有財産管理の効率化が進むため。

施設 - 令和６年度末 8 令和１１年度末 ２施設×４年度＝８施設 財務課調べ 統廃合や複合化を決定した総施設数

（３）公有財産の適正管理・
活用

①公共施設の整備と財産管理
の効率化

2
有効活用や処分を決定した未利用公有財
産件数（累計）（再掲）

有効活用や処分を決定した未利用公有財産件数が増
加することは、公有財産の適正管理が進み、未利用資
産の有効活用につながるため。

件 - 令和６年度末 4 令和１１年度末 1施設×４年度＝４施設 財務課調べ
庁内検討委員会等において、具体的な活
用方法や処分の方針を決定した施設数

（３）公有財産の適正管理・
活用

②新庁舎整備の推進 1 庁舎建設基金残高 新庁舎整備に必要な財源の確保が進むため。 億円 15.0 令和６年度末 21.5 令和１１年度末
令和７・８年度は各１億円、令和９～１１年度は1.5億円の積
み立てを目指す。

財務課調べ
基金活用指針に示す積立目標額（３０億円
以上）に向けた計画額

（４）組織力・人材育成の強
化と働き方改革の推進

（基本施策の成果指標） 1
「亀山市定員適正化計画」における目標職
員数の達成率

正規職員数が適切に確保されることは、組織力の強化
につながるため。

％ 97.6 令和６年度末 100 令和１１年度末
これまでの適正規模に向けた取り組みを踏まえ、今後も
安定的な組織運営に必要な職員数を適正に確保するた
め、１００％を目指す。

総務課調べ
第５次亀山市定員適正化計画に定められ
た令和１２年４月１日現在の目標職員数

（４）組織力・人材育成の強
化と働き方改革の推進

（基本施策の成果指標） 2 時間外勤務時間数（過去3年間の平均）
時間外勤務時間数が減少することは、働き方改革の推
進により職員の業務負担が適正化され、組織力の強化
につながるため。

時間 40,748 令和６年度末 38,000 令和１１年度末
近年の実績を踏まえ、働き方改革の推進により業務負担
の適正化を図り、38,000時間を目標とする。

総務課調べ
第５次亀山市特定事業主行動計画に定め
られた令和１１年度までに達成すべき目標
値

（４）組織力・人材育成の強
化と働き方改革の推進

①施策を推進するための組織
体制の構築と人材確保

1
「亀山市定員適正化計画」における目標職
員数の達成率（再掲）

正規職員数が適切に確保されることは、組織力の強化
につながるため。

％ 97.6 令和６年度末 100 令和１１年度末
これまでの適正規模に向けた取り組みを踏まえ、今後も
安定的な組織運営に必要な職員数を適正に確保するた
め、１００％を目指す。

総務課調べ
第５次亀山市定員適正化計画に定められ
た令和１２年４月１日現在の目標職員数

（４）組織力・人材育成の強
化と働き方改革の推進

②職員の能力開発と働き方改
革の推進

1
年間時間外勤務時間が360時間を超える
職員数

働き方改革の推進により業務負担の適正化を進め、職
員の健康保持と組織力の強化につなげるため。

人 12 令和６年度末 0 令和１１年度末
働き方改革により長時間勤務の是正を進め、ゼロを目標
とする。

総務課調べ
第５次亀山市特定事業主行動計画に定め
られた令和１１年度までに達成すべき目標
値

（４）組織力・人材育成の強
化と働き方改革の推進

②職員の能力開発と働き方改
革の推進

2 一人当たり有給休暇取得日数
働き方改革の推進により休暇取得が促進されること
は、職員のワークライフバランスの向上につながるた
め。

日 13.9 令和６年度末 15.0 令和１１年度末
現状値を踏まえ、働き方改革により休暇取得を促進し、
15日を目標とする。

総務課調べ
第５次亀山市特定事業主行動計画に定め
られた令和１１年度までに達成すべき目標
値

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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  値 時点 値 時点

（４）組織力・人材育成の強
化と働き方改革の推進

③職員の健康管理とハラスメ
ント対策の推進

1 健康診断の受診率
職員の健康管理を徹底し、安心して働ける職場環境の
形成につなげるため。

％ 89.7 令和６年度末 100 令和１１年度末
労働者に健康診断の受診義務があることを踏まえた目標
とすべき受診率を目指す。

総務課調べ
職員の健康の保持増進のための措置とし
て労働安全衛生法において義務付けられ
ている健康診断を受診すべき人数

（４）組織力・人材育成の強
化と働き方改革の推進

③職員の健康管理とハラスメ
ント対策の推進

2 ストレスチェックの実施率
職員の健康管理を徹底し、安心して働ける職場環境の
形成につなげるため。

％ 97.9 令和６年度末 100 令和１１年度末
労働者に受診義務はないが、職員のストレス軽減のため
に事業者が必要な措置を講じる必要がことを踏まえた目
標とすべき受診率を目指す。

総務課調べ

メンタルヘルス不調を未然に防止するた
めに労働安全衛生法において義務付けら
れているストレスチェックを実施すべき人
数

（５）行政ＤＸの推進 （基本施策の成果指標） 1 オンライン手続き数（累計）
市民が利便性の高い行政サービスを受けられているか
を把握するため。

件 140 令和６年度末 400 令和１１年度末
市民の利便性向上を図る指標として、オンライン手続き数
を増やし、累計400件を目指す。

DX推進室調べ

（５）行政ＤＸの推進 （基本施策の成果指標） 2 コンビニ交付利用率
コンビニ交付利用率の向上は、市民の利便性や窓口業
務の軽減につながるため。

％ 31 令和６年度末 36 令和１１年度末
現状を踏まえ、利用率を確保するため、年１％程度の上昇
を目指す。

市民課調べ

（５）行政ＤＸの推進 ①「オンライン市役所」の推進 1 オンライン手続き数（累計）（再掲）
市民が利便性の高い行政サービスを受けられているか
を把握するため。

件 140 令和６年度末 400 令和１１年度末
市民の利便性向上を図るためオンライン手続き数を増や
し、累計400件を目指す。

DX推進室調べ

（５）行政ＤＸの推進 ①「オンライン市役所」の推進 2 マイナンバーカード保有率
マイナンバーカードの保有率の向上は、行政サービスの
デジタル化による市民の利便性の向上につながるた
め。

％ 79.4 令和６年度末 85.0 令和１１年度末
マイナンバーカードの保有率は約８割に達しており、死亡
や転出により減少するため、出生届出時や外国人の入国
時等に作成を促して年１％程度の上昇を目指す。

市民課調べ

（５）行政ＤＸの推進
②デジタル活用による業務改
革

1 生成AI等を活用した職員の割合
職員による生成AI等の積極的な活用が普及・定着して
いるかを把握するため。

％ 0 令和６年度末 80 令和１１年度末
職員の大半が生成AI等を活用することで、実務における
業務効率化・省力化を目指す。

DX推進室調べ

（５）行政ＤＸの推進
③デジタル人材の育成・確保と
ＤＸ推進体制・環境の整備

1
情報処理技術者試験等に新たに合格した
職員数（累計）

職員のデジタルリテラシー向上と人材育成の成果を定
量的に把握するため。

人 - 令和６年度末 10 令和１１年度末
デジタル人材を確保するため、情報処理技術者試験の合
格者を10人増やすことを目指す。

DX推進室調べ

（５）行政ＤＸの推進
④サイバーセキュリティとシス
テムの安定稼働

1
主要行政情報システムの大規模なシステ
ム障害件数

主要行政情報システムにおける障害発生状況を把握
し、行政サービスや行政事務の継続性を評価するた
め。

件 0 令和６年度末 0 令和１１年度末
行政サービスや行政事務を安定的に維持するため、行政
情報システムの安定稼働の継続を目指す。

DX推進室調べ

（５）行政ＤＸの推進
⑤全国的な情報システム標準
化と共通化

1
地方公共団体情報システム標準化対応業
務数（累計）

地方公共団体情報システムの標準化対応状況を、対応
済業務数を用いて定量的に把握するため。

業務 - 令和６年度末 20 令和１１年度末
標準化対象の20業務について、標準仕様に準拠したシス
テムへ円滑かつ安全に移行を完了することを目指す。

DX推進室調べ

基本施策 施策の方向 成果指標・関連指標 指標設定の考え方・理由 単位

現状値 目標値

目標値設定の考え方 出典 備考
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２ 基本施策とＳＤＧｓの関連整理表 

 

(１)都
市空間
の魅力
化と交
通拠点
性の向
上

(２)企
業活動
の促進
と雇用
の確保

(３)商
工業・
観光の
活性化

(４)農
業の活
性化

(５)歴
史文化
を生か
したま
ちづく
りの推
進

(１)子
ども・
子育て
支援の
充実

(２)学
校教育
の推進
と学習
環境の
充実

(１)脱
炭素化
の促進
と循環
型社会
の形成

(２)森
林づく
りの推
進と源
流域の
保全

(３)生
物多様
性の保
全と野
生鳥獣
との共
生

(１)健
康づく
りの推
進と地
域医療
の充実

(２)地
域福
祉・生
活支援
の充実

(３)高
齢者福
祉の充
実

(４)障
がい者
福祉の
充実

(５)文
化芸術
の推進

(６)ス
ポーツ
の推進

(１)防
災・減
災対策
の強化

(２)住
環境の
向上

(３)道
路の保
全・整
備

(４)上
下水道
の充実

(５)地
域公共
交通の
充実

(６)消
防力・
地域安
全の充
実

(１)地
域まち
づくり
活動の
促進

(２)協
働・協
創の推
進

(３)生
涯学習
の推進

(４)多
様な交
流の促
進

(５)人
権の尊
重とダ
イバー
シティ
社会の
推進

(１)開
かれた
市政の
推進

(２)行
財政シ
ステム
改革の
推進

(３)公
有財産
の適正
管理・
活用

(４)組
織力・
人材育
成の強
化と働
き方改
革の推
進

(５)行
政ＤＸ
の推進

１　貧困をなくそう
子どもの貧困、生活保護、
ワーキングプア

〇 〇 〇 〇 〇 5

２　飢餓をゼロに
農業、食料自給率、（貧
困）

農林業振興 〇 〇 〇 3

３　すべての人に健康
と福祉を

超高齢社会、健康寿命、社
会保障、認知症、医師確
保、生活習慣病、精神疾
患、自殺、孤独死

医療機関、高齢者支援 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12

４　質の高い教育をみ
んなに

教育格差、不登校・いじ
め、発達障害

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 20

５　ジェンダー平等を
実現しよう

女性の社会参加、仕事と子
育ての両立、男性の家庭参
加

男女共同参画 〇 〇 〇 〇 〇 5

６　安全な水とトイレ
を世界中に

水資源の保全、生活排水処
理

〇 〇 〇 〇 4

７　エネルギーをみん
なにそしてクリーンに

再生可能エネルギー 〇 1

８　働きがいも経済成
長も

ワーク・ライフ・バラン
ス、非正規雇用、起業、イ
ンバウンド、後継者不足、
コロナショック

働く場、観光施設 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 19

９　産業と技術革新の
基盤をつくろう

企業誘致、AI・ロボッ
ト、IoT

企業活動、外食店等、リニア
誘致

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 19

10　人や国の不平等を
なくそう

人口減少、地域経済格差、
LGBT、障がい者、外国人
住民

障がい者支援・福祉、多文化
共生、人権啓発

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12

11　住み続けられるま
ちづくりを

インフラ老朽化、買い物弱
者、空き地・空き家、単独
世帯化、災害対応

バス・鉄道、バリアフリー、
乗合タクシー、地域個性尊
重、市街地形成、余暇スペー
ス、まちなみ景観

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 28

12　つくる責任つかう
責任

フードロス、プラスチック
ごみ

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10

13　気候変動に具体的
な対策を

温室効果ガス、ヒートアイ
ランド、台風・ゲリラ豪雨

環境保全 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8

14　海の豊かさを守ろ
う

海洋汚染、水産資源の枯渇 〇 1

15　陸の豊かさも守ろ
う

森林・林業、生物多様性 農林業振興、自然調和開発 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7

16　平和と公正をすべ
ての人に

ＤＶ、虐待被害、行方不
明、振り込め詐欺、政治参
加

犯罪対策 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 16

17　パートナーシップ
で目標を達成しよう

地域コミュニティ
地域助け合い、地域住民活
動、ボランティア、産学官連
携、市民参加、若者参加

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 31

合計 4 6 6 9 5 10 10 11 9 8 9 8 10 8 4 7 4 5 3 8 5 6 4 3 4 5 6 3 5 4 6 6 201

経済 2 3 4 3 2 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 2 4 1 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 88

環境 1 1 0 2 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

社会 0 1 1 3 1 5 4 3 1 1 4 4 5 4 0 2 0 1 0 1 0 3 2 1 1 1 3 1 1 1 4 3 62

ＳＤＧｓゴール
一般的な

ローカルイシュー

市民アンケート結果
「満足度」が低い項目

※重要度が高い項目

６．多様な連携と交流によるまちの活性化 行政経営

合計

１．まちの活力とにぎわいの向上
２．子どもたちの
成長と学びを支え
る環境の充実

３．自然との共生と次世代
への継承

４．健やかで生き生きと活躍できる社会の形成 ５．安全で快適な生活空間の創出
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３ 用語解説一覧 

 
 

  

数字 ２０４０年問題 「団塊ジュニア世代」が６５歳以上となり、日本の高齢化率が
ピークに達することで、労働力不足、社会保障費の増大（医
療・介護・年金）、公共インフラの老朽化等が深刻化する、複
数の社会課題のこと。

４Ｒ Refuse（リフューズ）、Reduce（リデュース（発生抑制））、
Reuse（リユース（再使用））、Recycle（リサイクル（再生利
用）を指す。リフューズは、ごみになるようなものは受け取ら
ない・買わないこと。リデュースはごみの発生、資源の消費を
元から減らすこと。リユースは、再使用できるものを選ぶ、使
えるものを繰り返し使うこと。リサイクルは、分別して集める
などして再び利用することを指す。

Ａ ＡＩ
（人工知能）

人工的につくられた人間のような知能またはこれをつくる技
術。また、これらの機能を備えたコンピューターシステムのこ
と。

ＡＩ学習データ ＡＩ学習に必要なデータのこと。２種類あり、一つは教師あり
学習で使われる「ラベル付きデータ」で正解データと対応させ
るため、メタ情報が付与されたもの。もう一つは教師なし学習
で使われる「ラベルなしデータ」で正解の与えられていない
データを指し、データの生成と検証や分類、次元圧縮などを行
い、特徴量を抽出する。

Ｃ ＣＳＲ活動 企業が持続可能な成長を図るために、社会や環境に及ぼす影響
に対して責任をとる企業行動のこと。

ＣＳＷ（コミュニティ・ソーシャル
ワーカー）

地域で困っている人を支援するため、地域の人材や制度、サー
ビス、住民の援助等を組み合わせたり、新しい仕組みづくりの
ための調整やコーディネートを行ったりする役割を担う人材の
こと。

Ｄ ＤＭＯカメヤマモデル 「『自然や街道体験と鉄道観光の街・カメヤマ』をめざして」
を取り組みイメージに、関係者と協働しながら、観光地域づく
りを実現することを目的とした一般社団法人のこと。

ＤＯＭＡプロジェクト 令和５年度に空き家活用・関係人口創出トライアルとしてス
タートした、コミュニティ作りやプレイスメイキングについて
考え、実践している取り組みのこと。
現在は、亀山市関宿の空き家「旧荘司家」を拠点にして、地域
とのつながりを作りながら活動している。

ＤＶ 配偶者や恋人など親密な関係にある、又は、あった者から振る
われる暴力のこと。

ＤＸ 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル
技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービ
ス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組
織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確
立すること。

Ｇ ＧＩＧＡスクール構想 １人１台端末や高速大容量の通信ネットワーク等の学校ＩＣＴ
環境を整備・活用することによって、教育の質を向上させ、全
ての子供たちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働
的な学び」を実現することを目的としている。

ＧＰＳ 人工衛星を利用して位置を測定する仕組み（システム）のこ
と。これにより得られるデータは誰もがいつでもどこでも利用
することができる。

ＧＸ 化石燃料をクリーンエネルギーに転換して、脱炭素社会を構築
する取り組みのこと。

Ｈ ＨＲＭ（ヒューマン・リソース・マ
ネジメント）

人材を経営資源の一つと捉え、経営目標を達成するため、人事
制度の構築や職員のモチベーションの向上によるアプローチで
管理し、活用すること。

Ｉ ＩＣＴ スマートフォンやパソコンを使ったコミュニケーション、ＳＮ
Ｓでの情報発信やネットショッピング、オンライン会議、電子
メールの送受信など情報通信に係る技術のことを指す。

Ｊ Ｊ－クレジット 省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用によるＣｏ2等の
排出削減量や、適切な森林管理によるＣｏ2等の吸収量を、クレ
ジットとして国が認証する制度のこと。創出されたクレジット
を活用することにより、低炭素投資を促進し、日本の温室効果
ガス排出削減量の拡大につなげることが期待される。
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用語 解説
Ｌ ＬＥＤ Light：光る、Emitting：出す、Diode：ダイオードの頭文字を

略したもので、発光ダイオードとも呼ばれる。その光を生み出
す発光原理から、従来の照明にはない特長、用途や活用シーン
が想定され、切り替えが進められている。

Ｐ ＰＰＰ
（Public-Private・Partnership）

公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して
行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率
的使用や行政の効率化等を図ること。

Ｑ ＱＯＬ 生活（人生）の良い状態のことであり、個人が自分の生活（人
生）に、いかに充実感や満足感をもっているかという認識を指
す。世界保健機関（ＷＨＯ）では、個人が生活する文化や価値
観において個人の目標や期待、基準や関心との関わりから得ら
れた、個人の認識に基づくものと定義している。

Ｓ ＳＤＧｓ
（持続可能な開発目標）

すべての人々にとってよりよい、より持続可能な未来を築くた
め、貧困や不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正な
ど、グローバルな諸課題の解決を目指すゴールを指す。令和１
２年までに各目標・ターゲットを達成することとしている。

ＳＮＳ型投資詐欺 インターネット上に著名人の名前・写真を悪用した嘘の投資広
告を出したり、「必ず儲かる投資方法を教えます」等とメッ
セージを送る等して、ＳＮＳに誘導し、最終的にネットバンキ
ングなどの手段により金銭等を振り込ませる詐欺のこと。

Ｗ ＷＨＯ すべての人々の健康を増進し保護するため互いに他の国々と協
力する目的で昭和２３年に設立された機関のこと。ＷＨＯ憲章
において、健康の定義として、病気の有無ではなく、肉体的、
精神的、社会的に満たされた状態にあることを掲げ、・人種、宗
教、政治信条や経済的･社会的条件によって差別されることな
く、最高水準の健康に恵まれることが基本的人権であるとして
いる。

ア行 空家等管理活用支援法人 令和５年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法に
おいて、新たに創設された「空家等管理活用支援法人制度」に
基づき、市町村の補完的な役割を果たすため、空家等の管理や
活用に係る取り組みを行う民間法人のこと。

空き家情報バンク制度 空き家の有効活用を目的として自治体が管理するデータベース
に情報を登録する制度のこと。自治体のＷｅｂサイト等で公開
されるため、誰でもアクセスすることができる。

新しい認知症観 認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になっ
てからも、一人ひとりが個人としてできること・やりたいこと
があり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を
持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方のこ
と。

アーバンスポーツ 私たちが日々暮らしている「都市」を舞台に繰り広げられるス
ポーツのことを指す。代表的な競技として、スケートボード、
パルクール、スポーツクライミング等が挙げられる。

アウトリーチ 「外に手を伸ばす」ことを意味し、福祉分野では、「支援が必
要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機
関などが積極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセス」の
ことを指し、文化・芸術分野では、「普段、芸術文化に触れる
機会の少ない市民に対して、出向いて働きかけをおこなう活
動」のこと。

アナログ規制 法令等で定められた「職員が現地に行って目視で検査する」や
「資格等の講習を対面で行う」といった、紙や対面、現地での
対応を前提とした手法のことを指し、これらを見直すことで自
治体のＤＸ化が進められる。

いこか連携プロジェクト 伊賀市・甲賀市・亀山市の３市が県境や市域を超えた新たな地
域連携に取り組むもので、様々なイベント・活動が実施されて
いる。

医療的ケア児 ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）等に長期入院した後、引き
続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等
の医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。

医療用ウィッグ 抗がん剤による治療や脱毛症など病気や治療による脱毛をカ
バーするためのかつらのこと。着用することで外見の変化で生
じるストレスを軽減し、生活の質を高めることが可能となる。
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用語 解説
インバウンド消費 外国からの訪日観光客や外国人労働者など、外国人が日本国内

で消費を行うことを指す。
ウェルビーイング
（地域幸福度）

身体的、精神的に健康な状態であるだけでなく、社会的、経済
的に良好で満たされている状態にあることを意味する概念のこ
と。

ウォーターＰＰＰ 下水道分野において、公共施設等運営事業に官民連携方式とし
て、長期契約で管理と更新を一体化にマネジメントする手法の
こと。

エンゲージメント 勤め先に対する「愛着心」や「思い入れ」を示す概念のこと。
生産性向上に結び付くという研究結果もあり、エンゲージメン
ト向上を重要な経営戦略の一つとして位置付ける考え方が広
がっている。

応急手当普及員 応急手当普及員とは、消防機関による応急手当技能普及を支援
し、救命講習を教授する人員またはその資格のこと。

汚水処理人口普及率 下水道、農業集落排水施設等及びコミュニティ・プラントを利
用できる人口に合併処理浄化槽を利用している人口を加えた値
を、人口で除して算定した汚水処理施設の普及状況の指標のこ
と。

オーダーメイド型案内ツアー 移住を検討している者の希望に応じて、市内を案内するツアー
のことで、本市では「かめやま暮らしめぐり」として随時実施
している。

オープンデータ 国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国
民誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、
再配布等）できるものを指す。

オープンデータ・バイ・デザイン 公共データについて、オープンデータを前提として情報システ
ムや業務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うこと。

オンライン・キャッシュレス化 インターネットを介して、物理的な現金（紙幣・硬貨）を使用
しなくても決済ができる仕組みを導入すること。主なキャッ
シュレスの手段として、電子マネー、コード決済、デビット
カード、クレジットカードがある。

カ行 会計年度任用職員 地方自治体で働く非常勤職員の一種で、原則として「会計年
度」(通常は４月１日から翌年３月３１日まで)を基準として契
約を更新する公務員のこと。

学校運営協議会
（コミュニティスクール）

学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特
色ある学校づくりを進めるために各学校に設置される組織のこ
と。

カーボンオフセット 日常生活や経済活動において発生する温室効果ガスの排出をで
きるだけ削減し、見合った削減活動へ投資等により、排出され
る温室効果ガスを埋め合わせるという考え方のこと。

カーボンニュートラル 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植
林、森林管理等による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的
にゼロにすること。

かめやまお茶の間１０選（実践） 子ども達が、生活リズムや社会のルールなど、人としてのあり
方を学ぶため、「お茶の間」で家族みんなで一緒に実践しても
らいたいことをまとめた応援メッセージのこと。

かめやま健康都市大学 ＷＨＯの提唱する健康都市の実現に向け、市民のヘルスリテラ
シーの向上を図るため、健康に関する知識の習得と実践の場と
して創設した市民の学びの場のこと。

亀山市公共施設等総合管理計画 財政や公共施設等の状況、人口推計等の分析を的確に行い、さ
らに将来費用を試算した上で、利便性や安心・安全に利用でき
る環境など利用者の視点に立って、更新や統廃合、長寿命化な
ど、今後６０年間の基本方針を示したもの。

亀山市交通安全対策協議会 交通安全対策基本法第１８条第１項の規定に基づき設置され、
組織で本市における交通安全について関係者が話し合うこと
で、計画の策定や施策の推進を図るもの。

亀山市シティプロモーション戦略 本市ならではの地域資源や地域特性を生かし、魅力として磨き
上げ、市内外への効果的な情報発信を通じて、まちへの愛着や
誇りの醸成を図るとともに、認知度や都市イメージの向上を図
ることで、定住・交流・関係人口の増加につなげるための戦略
のこと。

亀山市職員コンプライアンス条例 職員のコンプライアンスを推進するための環境及び体制の整備
を図り、公正な職務の遂行を確保することにより透明で市民に
信頼される市政を確立することを目的に制定された条例のこ
と。
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用語 解説

亀山市市民活動・ボランティアセン
ター「ぷらっと」

市民活動団体支援等の機能と社会福祉協議会のボランティアセ
ンターの機能を集約した中間支援機能を有した相談支援機関の
こと。

亀山市人権教育推進協議会 法の下の平等に基づき、不合理な差別を認めない人権尊重の精
神に貫かれた人間を育成するため、人権教育を図るための組織
のこと。

亀山市人権施策基本方針 「みがこう、人権感覚　広げよう、人権の視点　めざそう、一
人ひとりの人権が尊重されるまち」を基本理念に、人権施策を
総合的に推進するために策定した基本方針のこと。

亀山市地域公共交通計画 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく計画で、
「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らか
にする「マスタープラン」としての役割を果たすもの。国が定
める「地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本方
針」に基づき、地方公共団体が地域の移動に関する関係者を集
めて法定協議会を開催しつつ、交通事業者や地域の関係者等と
の協議を重ねることで作成していくもの。

かめやまっ子給食 亀山産や県内産の食材を使用した、生産者の顔が見える学校給
食のこと。

亀山市ネイチャーポジティブ宣言 本市では、生物多様性の損失を止め、反転させ回復軌道に乗せ
る「ネイチャーポジティブの実現」を重要な政策的課題と位置
付けて取り組む姿勢を示すべく発表した宣言のこと。

亀山市民間活力活用指針 これまで行政主導により提供してきた公共サービスの領域を、
有効性や効率性の観点から見直し、官民連携による役割分担と
責任に基づいて公共サービスを提供する民間活力活用手法の導
入に向けた基本的な考え方を示す指針のこと。

亀山市歴史的風致維持向上計画 地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が
行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一
体となって形成してきた良好な市街地の環境を歴史的風致と定
義し、本市において、これらを維持・向上を図るために策定し
た計画のこと。

カメヤマ創業アシスト 地域の創業支援機関等が連携し、市内での創業を考えている人
や、創業して間もない人を対象に、総合的な創業相談やスキル
アップの場の提供等を行う亀山の公的創業支援ネットワークの
こと。

亀山地区交通安全協会 本市において、交通事故をなくそうと広報啓発をはじめ、・子ど
もから高齢者までを対象に様々な活動を行い、安全で安心な交
通安全の確立を図るための団体のこと。

亀山地区防犯協会 本市において、自主防犯意識の高揚と風俗環境の浄化及び少年
の健全育成を図り、犯罪のない安全で安心な地域社会の実現に
寄与するための団体のこと。

亀山７座 亀山市出身の世界的アルピニスト故尾崎隆氏の偉業にちなみ、
亀山市域の７００ｍ級の山〔仙ヶ岳（９６１ｍ）、野登山（８
５１.１ｍ）、高畑山（７７３ｍ）、臼杵ヶ岳（６９７ｍ）、錫
杖ヶ岳（６７６ｍ）、四方草山（６６７ｍ）、三子山（５６８
ｍ）〕を亀山７座として認定したもの。

亀山版ＯＥＣＭ認定制度「かめやま
生物多様性共生区域認定制度」

多様な主体が守っている自然豊かな様々な場所を認定し、その
場所で行われている活動を支援する制度のこと。

かめやま人キャンパス 新しい知識やスキルを得るだけでなく、学びの成果がそのまま
地域での活躍につながる手法に加えて、コミュニティビジネス
や趣味を生かした副業のノウハウなど、実践的活動を見据えた
学びの仕組みで、３年間を１期として、１年目は入門編、２年
目は基礎編、３年目は応用編の講座を行い、学ぶ内容が深まっ
ていくステップアップ方式のカリキュラムとなっている。

「かめやま人」認定 かめやま人キャンパスを３年間修了した人を認定し、「学び
手」から「学びの担い手」への視点から新しいステージでの活
躍の機会を提供する。

かめやま文化年 本市では、３年に一度、文化芸術を生かしたまちづくりを推進
するため、「かめやま文化年」と称し、様々な取り組みを行っ
ている。

関係人口 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でも
ない、地域と多様に関わる人々を指す。

基幹相談支援員 障がい福祉の分野において、地域における相談支援の中核的な
役割を担う機関で総合的・専門的な相談に応じ、地域の相談支
援体制の強化に取り組む人材のこと。
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用語 解説
義務的経費 歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費のこ

と。職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債
の元利償還金等の公債費からなっている。

急所施設 浄水場や配水池、下水処理場に直結する管路等を指し、被災す
ると広範囲かつ長期的に影響を及ぼすことが懸念される。

救命率 心肺停止状態等から生存しただけでなく、社会復帰までできた
人の割合のこと。

狭あい道路 一般的に、幅員４ｍ未満の道路幅が狭い道路を指す。災害時の
避難路、日照や通風等の確保など安全で良好な環境を形成する
上で課題となっている。

行政ＤＸ
（自治体ＤＸ）

自治体が持続可能な形で行政サービスを提供していくため、デ
ジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させると
ともに、業務効率化により人的資源を行政サービスの更なる向
上につなげる取り組みを指す。

協働事業提案制度 市民と行政の多様なアイデアを提案する窓口を設置し、事業化
できるものを市民と行政が協働で実施していくための仕組みの
こと。

業務プロセス 特定の目標を達成するために実行する一連の活動の流れを指
し、効率化や改善が求められる重要な要素のこと。

居住誘導区域 都市再生特別措置法に定められたもので、人口減少の中にあっ
ても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、日
常生活サービス機能や公共交通が持続的に確保されるよう、居
住を誘導すべき区域のこと。

（国天然記念物）ネコギギ ナマズ目ギギ科に含まれ、伊勢湾と三河湾に流入する河川に生
息している。きれいな流水を好むことに加え、岸辺の入り組ん
だ場所に生息しているので、河川改修、水質悪化、農業用水路
の三面コンクリート化等の影響で生息域ともども減少が心配さ
れる。

クラウドサービス インターネット経由で様々なサービスを提供する事業を指す。
特定のアプリケーションやストレージ以外にも、サーバーや大
規模なシステム等を提供するとともに、一般的には事業者側が
環境構築や保守・運用面を行うため、利用者側はそれらに手
間・コストをかけず利用できる。

景観重要建造物 景観計画区域内の良好な景観形成に重要となる建造物につい
て、建造物の所有者に意見を聴いた上で指定するもの。

経常収支比率 経常経費充当一般財源の額を経常一般財源総額で除した値のこ
と。一般に経常収支比率が低いほど財政の弾力性が高く、経常
収支比率が高いほど財政が硬直化していることを示す。

芸文祭 亀山市芸術文化協会において、毎年１回、各登録団体等に所属
する市民が日頃の練習・制作の成果を発表する場として、ま
た、亀山市の文化活動の高揚と地域文化の振興を図るため開催
しているイベントのこと。

刑法犯認知件数 警察等捜査機関によって犯罪の発生が認知された件数を指す。

ゲリラ豪雨 局地的に短時間で降る激しい豪雨のことで、規模が小さく、突
発的かつ散発的に起こるため、事前に予測することが難しいと
いわれている。

健康経営 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する
こと。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うこと
は、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもた
らし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されてい
る。

健康都市連合加盟都市 都市に住む人の健康を守り、生活の質を向上させるため健康都
市に取り組んでいる都市のネットワークのこと。各都市の経験
を生かしながら、国際的な協働を通して健康都市の発展のため
の知識や技術を開発することを目的としている。

健康マイレージアプリ より幅広い世代が手軽に「かめやま健康マイレージ事業」に参
加できるよう、個人が自身の健康意識の向上や健康習慣の見直
しに取り組み、主体的な健康活動の実践を図ることを目的とし
たスマートフォン用アプリのこと。

健全度点検 橋梁の定期点検により健全度を把握することを指す。予防的な
修繕を着実に進め、長寿命化と修繕・架替えにかかる費用の縮
減を図るために必要な取り組みのこと。
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用語 解説
健都サポーター 自身の健康への意識を高め、主体的な健康活動の実践を促進す

るとともに、地域での健康活動の拡大に向けた人材育成を行う
ためのボランティアのこと。

交通安全施設 道路利用者が安全に道路を通行するために設置される施設のこ
と。広く、道路標識、区画線（ライン）、立体横断施設（横断
歩道橋等）、防護柵（ガードレール、ガードパイプ等）、道路
照明、視線誘導標、道路反射鏡、視覚障害者誘導用ブロック等
が含まれる。

交流人口 通勤や通学、観光、レジャー等で一時的に地域と交流する人の
こと。交流人口が増えて地域での消費が増加すると、地域経済
の活発化につながることが期待される。

亀山市こども家庭センター 令和６年に従来の「子育て世代包括支援センター」と「子ども
家庭総合支援拠点」の機能を一体化し、母子保健・児童福祉の
両機能の連携・協働を深め、妊娠期からすべての妊産婦と子ど
も、子育て世帯に対し、効果的で切れ目のない一体的な支援を
行う機関のこと。

子ども家庭総合支援拠点 子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩み
を相談できるよう、設けられた場を指す。公共施設、空き店
舗、保育所等に常設の地域の子育て拠点に設ける一般型と、事
業福祉施設等との連携型がある。

こども誰でも通園制度 すべての子どもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備すると
ともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフ
スタイルに関わらない形での支援を強化するため、現行の幼児
教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、
就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給
付のこと。

子育て世代包括支援センター 母子保健法に基づき市町村が設置するもの。保健師、助産師等
の専門知識を持ったスタッフが、妊娠、出産、子育てに関する
様々な相談に対応し、必要に応じて支援プランの策定や地域の
保健医療福祉の関係機関との連絡調整も行い、妊娠期から子育
て期にわたる切れ目のない支援を提供する。

個別避難計画 高齢者や障がい者等の要配慮者のうち自ら避難することが困難
であり、避難の際に支援が必要な避難行動要支援者について、
地域ぐるみによる避難につながる計画のこと。

コミュニティバス 交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体
的に計画し、運行するバスを指す。

コンパクト・プラス・ネットワーク 人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市においては、地域の
活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確
保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携し
て、コンパクトなまちづくりを進めることを指す。

コンプライアンス 一般的に「法令遵守」と訳されるが、法令（法律）だけでな
く、社会規範、企業倫理、社内ルール等も含めて、企業や組織
が誠実かつ公正に業務を行うことを指す。

サ行 災害時応援協定 大規模な災害等による人的被害、経済被害を軽減する減災のた
めの備えを一層充実するため、災害応急対策や災害復旧等を迅
速に行えるよう、他の行政機関のみならず民間企業・団体、防
災関係機関等と行っている協定。

再生可能エネルギー 太陽光、水力、風力、地熱、バイオマス等の、枯渇せずに繰り
返して永続的に利用できるエネルギーのこと。

財政調整基金残高 年度によって生じる財源の不均衡を調整するために、財源に余
裕がある年度に積み立てておくもので、地方公共団体の貯金の
こと。

サイバーセキュリティ サーバやシステムが停止したり、ホームページが改ざんされた
り、重要情報が盗みとられたりする脅威からホームページやシ
ステムを守るために強化する対策のこと。

在来線 日本国有鉄道（国鉄）及びそれを継承したＪＲにおける「新幹
線鉄道」以外の鉄道を指す概念で、具体的には日本の鉄道路線
のうち路面交通を除くもので最高速度１６０・km/h以下で走行す
るものを指す。

産業医 労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を
行う医師を指す。労働安全衛生法により、一定の規模の事業所
には産業医の選任が義務付けられている。

産業カウンセラー 働く人々が自らの力で問題を解決できるよう、メンタルヘルス
対策への支援、キャリア形成への支援、人間関係・職場環境改
善への支援等を行う専門職。
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用語 解説
産業ガス 製造業や様々な産業プロセスで使用されるガスの総称で、酸

素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、水素、ヘリウム等が含まれ
る。

自己効力感 目標を達成するための能力を自らが持っていると認識すること
を指す。「自分ならできる」「きっとうまくいく」と思える認
知状態のこと。

指定管理者制度 「公の施設」の管理に民間事業者等の有するノウハウを活用す
ることにより、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応
する制度のこと。

次世代高速通信網（５G） これまでの通信で使用されていなかった高周波数帯の使用によ
り、高速大容量通信・低遅延通信・多数同時接続がしやすい通
信規格のこと。遠隔医療や自動運転の分野への活用も期待され
る。

事前防災力 想定される災害の被害を最小限に抑えるため、事前に対策を講
じる能力のこと。

自治体検診ＤＸ 紙を中心とした運用となっており、住民の手間や事務的なコス
トが発生している現状を踏まえ、各種医療・福祉情報の連携に
より自治体検診事務のデジタル化を図ること。

自治体ＤＸ推進計画 自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するととも
に、総務省及び関係省庁による支援策等をとりまとめとして策
定したもの。

実利用者数 実際に利用してる人数のこと。複数回利用していても１人とカ
ウントされる。

市展 美術水準の向上と文化振興を目的に、開催されている美術展
（市展）のことを指す。

児童センター １８歳未満のすべての子どもを対象とし、地域における遊び及
び生活の援助と子育て支援を行い、子どもの身心を育成し、情
操を豊かにすることを目的とする施設を指す。

児童発達支援センター 主に障がいのある未就学児を対象に総合的な支援を行う療育支
援施設のこと。

市内環状道路 本市の市街地を囲むように国道３０６号線、県道鈴鹿関線、市
道和賀白川線、市道亀田小川線、市道亀田川合線でつなぐ道路
ネットワークのこと。

市民活動応援制度 市民参加型の制度で、さまざまな分野で社会貢献的な活動をし
ている市民活動団体を、市民が市民活動応援券（応援券）を用
いて応援する制度のこと。

就職氷河期世代 就職が非常に難しかった時期に新卒で就職活動を行わなければ
ならなかった世代のことを指す。

重層的支援体制 一つの支援機関だけでは解決に導くことが難しいような複雑
な、複合的な課題を持つ個人あるいは家族をサポートするため
の体制のこと。

住宅確保要配慮者 低額所得者や高齢者、障がい者等の住宅の確保に特に配慮を要
する個人あるいは家族を指す。

住宅セーフティネット 住宅を確保しにくい人のために、既存の空き家を活用し、国や
自治体が支援する仕組みのこと。

収納率 市税等の税金について、確定した納付されるべき額のうち、実
際に納付された額の割合のこと。

重要施設 災害時に特に優先して給水を確保する必要がある医療機関や避
難所等の施設を指す。

受援体制 災害時等に、応援を円滑に受け入れる体制のこと。災害に備
え、応援要請先の指定や応援要請の手順等、外部からの人的・
物的支援を円滑に受け入れるための体制を確保することが重要
である。

障害者就業・生活支援センター 障がい者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福
祉、教育等の関係機関との連携のもと、障がい者の身近な地域
において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障が
い者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設
置されている施設。

障がい者総合相談支援センター 障がい者やその家族が抱える様々な悩みや困りごとについて安
心して相談できる場を提供している施設。

情報共有システム（クロジカ） 予定の共有ができるスケジュール管理ソフトのこと。
情報処理技術者試験 情報技術の知識や技術を評価することを目的としており、ＩＴ

業界での専門知識を証明するための重要な資格として位置づけ
られている。試験は３区分１２種類とさまざまなレベルや専門
分野に分かれている。
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用語 解説
消防水利の充足率 消火に際して必要とされる消火栓及び防火水槽の充足状況を示

すもの。
食生活改善推進協議会 「健康づくりは家庭から」、「私たちの健康は私たちの手で」

をスローガンに、市内で子どもから高齢者までの食を通した健
康づくりに取り組むボランティア団体のこと。

人口集中地区（ＤＩＤ） 市区町村の区域内において人口密度が４，０００人/km²以上の
地域で、国勢調査の結果に基づき、隣接した地域の総人口が
５，０００人を超える場合に設定される。

身体障害者手帳 身体に障がいのある方に交付される手帳のこと。この手帳を持
つことによって各種福祉サービスを利用することができる。

森林経営管理制度 経営管理を行う必要があると考えられる森林について、市町村
が森林所有者の意向を確認後、森林所有者の委託を受け、民間
の林業経営者に再委託する等により、林業経営と森林の管理を
実施する制度。

鈴鹿亀山消費生活センター 消費生活（商品の購入やサービス利用等）のトラブル等に直面
した場合の相談に対応する機関のこと。

鈴鹿亀山地区広域連合 鈴鹿市と本市で行っている、介護保険事業、消費者行政等の事
務事業を行っている組織のこと。

鈴鹿亀山道路 東名阪自動車道や新名神高速道路と鈴鹿市街地を結ぶ道路で、
鈴鹿市北勢バイパス付近から亀山市亀山ジャンクション付近に
またがる延長約１０kmの地域高規格道路のこと。

スフィア基準 被災者の権利と被災者支援の最低基準を定めた国際基準のこ
と。

スポーツ権 私たち一人ひとりに与えられたスポーツをする権利のこと。
スマート農業 ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の情報通信技術の活用により、農作

業の効率化、農作業における⾝体の負担の軽減、農業の経営管
理の合理化による農業の⽣産性の向上等を図ること。

精神保健福祉手帳 精神障がいのある方に交付される手帳のこと。この手帳を持つ
ことにより各種福祉サービスを利用することができる。

生活支援コーディネーター 地域包括支援センター及び、社会福祉協議会等に所属し、高齢
者が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、多様な主体
による多様な取り組みのコーディネート機能を担う。

生物多様性国家戦略 「２０３０年ネイチャーポジティブ」を達成するため、生物多
様性の保全と持続可能な利用に向けた我が国の基本戦略のこ
と。

生物多様性ホットマップ 生物多様性が高いが、人間活動等によって危機に瀕している地
域を示す「生物多様性ホットスポット」と、特定の地域の生態
系ネットワーク形成を支援するために作成される「生物多様性
ポテンシャルマップ」の２つの意味で使われる。

セクシャルハラスメント 職場での性的な内容の発言や性的な行動により、相手に不利益
を与えたり、就業環境を害したりする行為のこと。

セーフティネット 生活に困った人や社会的に弱い立場にある人を支えるための公
的制度や仕組みを指す。

タ行 体感治安 人々が感覚的・主観的に感じている治安の情勢のこと。警察庁
においては、「刑法犯認知件数」や「前年からの変動」といっ
た指標からは捉えられない国民の治安に関する認識を把握する
ため、定期的にアンケート調査等を実施している。

第１次産業 「農業」「林業」「漁業」が含まれる。
第５次亀山市定員適正化計画 限られた財源を十分に活用し、将来にわたり安定した行政サー

ビスを提供するための計画のこと。
第３次産業 「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信業」「運輸業」

「卸売・小売業」「金融・保険業」「不動産業」「飲食店、宿
泊業」「医療、福祉」「教育・学習支援業」「複合サービス
業」「サービス業」「公務（他に分類されないもの）」及び
「分類不能の産業」が含まれる。

第２次産業 「鉱業」「建設業」「製造業」が含まれる。
亀山市特定事業主行動計画 「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」に基づき、市職員が男女共に仕事と
子育てを両立できる職場環境を目指して策定した計画のこと。

タスクフォース 市の総合計画に掲げる重点政策の実現のために編成する、使命
を持った機動チームのこと。



44 

 

 

  

用語 解説
ダブルネットワーク 道路ネットワークを二重にすること。災害等による経路寸断が

生じた場合でも、広域迂回が必要なくなり、多重性を確保する
ことができる。また、主要な空港・港湾へのアクセスが向上
し、物流の効率化が図られる。

団員の充足率 消防団員の定員に対する団員の割合のこと。
地域医療連携・介護情報連携ネット
ワーク（バイタルリンク）

在宅で療養中の患者に関する様々な情報を医師、看護師、薬剤
師、介護職等の多職種間で共有することを目的としたクラウド
サービス型のソフトウェアのこと。

地域計画区域 地域の農業・農地を守るため、農業の担い手や農地利用の将来
像等を定める計画のこと。

地域ブランド調査 全国約３万人の消費者からの回答を集める調査のこと。各都道
府県と市区町村の魅力度やイメージ、観光・居住・産品購入の
意欲等を調査している。
都道府県や市町村等の「地域ブランド」の現状をより具体的に
把握することができ、地域行政の課題や成果を浮かび上がらせ
ることが可能となる。

地域包括ケアシステム 介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮ら
しを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムのこと。

地域包括支援センター 地域で暮らす高齢者の皆様の生活を介護、保健、医療など様々
な面から総合的に支える地域包括ケアシステムの中核機関のこ
と。

地区防災計画 地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点か
ら、市町村内の一定地区の居住者及び事業者（地区居住者等）
が行う自発的な防災活動に関する計画のこと。

地方公共団体情報システム標準化 地方公共団体が人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即し
た住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新た
なサービスの迅速な展開を可能とすることを目指し、対象事務
を標準仕様に対応したシステムへの移行に取り組むこと。

中間支援機能 多元的社会における共生と協働という目標に向かって、地域社
会とＮＰＯの変化やニーズを把握し、人材、資金、情報等の資
源提供者とＮＰＯの仲立ちをしたり、また、広義の意味では各
種サービスの需要と供給をコーディネートすること。

チームオレンジ 認知症サポーターの近隣チームによる認知症の人や家族に対す
る生活面の早期からの支援等を行うこと。認知症の人もメン
バーとしてチームに参加することが望まれる。

ちょこボラ 地域まちづくり協議会で行う、生活上のちょっとした困りごと
を助け合いで解決する仕組みのこと。市では、「ちょこボラ」
を通じて、地域住民が互いに支え合う生活支援活動や住民主体
の通いの場を充実させる活動を支援している。

通学路交通安全プログラム 通学路上の交通安全や防犯の観点から安全対策を要する箇所に
ついて、関係機関と連携して合同点検を実施し、現地を確認し
ながら安全対策を協議している取り組みのこと。

つながるシート 複合的な課題を抱えた世帯について、高齢・障がい・子育てな
ど一つの機関では対応できない相談をＣＳＷ（コミュニティ
ソーシャルワーカー）につなげるためのシートを指す。

定住支援員 移住・定住の促進を目的とした支援を行う役割を担う人材のこ
と。就業先のマッチング、子育て支援や地域との関わり方に関
する情報提供も行っている。

デジタル・アーカイブ 様々なデジタル情報資源を収集・保存・提供する仕組みの総体
を指す。

デジタルリテラシー デジタル技術に関する知識やスキル、順応性等を備えて、それ
らを適切に活用できる能力を指す。

特殊詐欺 特殊詐欺は、電話を介して対面することなく信頼させ、指定し
た預貯金口座への振込等の方法で金銭を騙し取る犯罪のこと。

特定妊婦 妊娠中や出産後に特に支援が必要と認められる妊婦を指す。経
済的困難や家庭環境の問題を抱えていることが多く、育児が困
難と予想される場合に該当する。

都市インフラ
（都市基盤）

我々の日常生活や社会・経済・文化活動を支える基盤となるも
のの総称を指す。具体的には、道路、橋、鉄道、電気、ガス、
上下水道などの土木施設が中心となる。

都市施設 道路や公園、上下水道、市場といった都市の形成に必要な基盤
施設（主に公共施設）をいう。
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用語 解説
ナ行 ナッジ理論 英語で「軽くつつく、行動をそっと後押しする」という意味の

言葉で、行動変容を促す戦略・手法のこと。
日本中央回廊 東京と大阪を結ぶ計画中の高速交通路で、リニア中央新幹線や

新東名・新名神高速道路等によって、首都圏、名古屋圏、大阪
圏の三大都市圏を結ぶ重要なルートを指す。経済集積圏域の形
成や地域間交流の活性化に寄与することが期待される。

ニュースポーツ 競技スポーツとは異なり、ルールが簡単で幼児から大人まで年
齢や体力の差に関係なく「いつでも、どこでも、だれでも」広
く市民が楽しめるように考えられたスポーツのこと。

ネイチャーポジティブ 生物多様性を守りながら持続可能な社会を実現することを目指
す考え方のこと。「かめやま生物多様性共生区域認定制度」を
推進し、地域の生物多様性を保全するための取り組みを行って
いる。

ネイチャーポジティブ経営 持続可能なビジネスモデルを構築し、環境への配慮を強化する
ことを重視する経営手法。具体的な取り組みとして、生物多様
性に与える影響を評価し、損失を最小限に抑えるための施策を
講じたり、自然資源の持続可能な利用を促進し、資源の再生可
能性を高めたりすることが考えられる。

乗合タクシー制度 乗合タクシーは、自宅近くの乗降場所（地域停留所または特定
目的地停留所）と公共施設等の目的地（特定目的地停留所）を
結ぶ公共交通のこと。

乗合率 １台の車両で同時に輸送される乗客数の割合を指す。
ハ行 バイスタンダー 本来「傍観者」という意味だが、救命の現場ではもう一歩踏み

出す存在として捉えられる。ただ見ているだけではなく、１１
９番通報や心肺蘇生、ＡＥＤの使用等を行うことで、その人の
命を左右することもあるため、期待される役割が大きい。

働きかけ行為 職員の公正な又は正当な職務の遂行を妨げることを働きかける
行為のこと(暴力的行為、脅迫、どう喝その他の社会的常識を逸
脱した手段によるものを含む。)

パンデミック 感染症や伝染病が全国的・世界的に大流行し、多くの感染者や
患者が発生する現象を指す。

ヒートアイランド現象 都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象を指
す。年間を通じて生じているが、特に夏季の気温上昇が都市生
活の快適性を低下させるとして問題となっている。

避難行動要支援者 特に高齢者や障がい者など、災害時に自ら避難することが困難
な人を指し、円滑かつ迅速に避難できるよう、特別な支援が必
要となる。

フィルムコミッション 映画、テレビドラマ、ＣＭ等の映像作品の撮影を円滑に進める
ための支援を行う団体のこと。本市では、映画等を通じた積極
的な情報発信を行うことで、国内外を問わず、亀山市の知名度
の向上及び誘客の強化に貢献するとともに、県内各地とも連携
を図り、ふるさとの豊かな自然や歴史を生かした、魅力あるま
ちづくりの推進に資することを目的にした「亀山市フィルムコ
ミッション」が活動しています。

福祉委員 地域の中で高齢者や障がい者、子育て中の親子など、支援を必
要とする人々に対して相談相手となり、福祉のまちづくりを推
進する役割を担っている人材のこと。本市では、民生委員や自
治会、ボランティア団体と連携しながら、地域の福祉問題を解
決するための情報交換や研修会、会議等を実施している。

扶助費 扶助費は、主に生活支援のための「直接的な給付」を目的とす
る費用であり、自治体が貧困や困難を抱える人々に対して現金
や物品の支給、又はサービス提供を行うために使用される。

普通交付税の交付団体 地方公共団体に対して国が代わって徴収し、一定の合理的な基
準によって再配分される普通交付税の再配分を受ける地方公共
団体を指す。

普通交付税の不交付団体 地方公共団体に対して国が代わって徴収し、一定の合理的な基
準によって再配分される普通交付税について、国からの配分を
受けずに財政運営できる地方公共団体を指す。

プラットフォーム システムやサービスを提供・運営するために必要な、共通の土
台となる環境の基盤を指す。

プラネタリーヘルス 人間の健康と地球環境の健康が相互に依存しているという認識
に基づき、すべての人の健康と持続可能な社会の実現を目指す
考え方を指す。平成２７年に国際的な目標として提唱され、持
続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）やネイチャーポジティブ経済へ
の移行を踏まえた研究や社会実装が求められている。
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用語 解説
フレイル フレイルとは、加齢によって心身が衰え、健康と要介護の中間

にある状態を指す。身体的機能の低下や精神的脆弱、社会的な
つながりの減少が特徴である。

プレコンセプションケア 妊娠を希望する人々が、妊娠前から自分の健康を整え、将来の
ライフデザインを考えるための取り組みを指す。性別やライフ
ステージに関係なく、すべての人が性や健康に関する正しい知
識を持ち、自分の身体を大切にすることが求められる。

フレックスタイム制 一日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯（コアタイム）
と、その時間帯の中であればいつ出社又は退社してもよい時間
帯（フレキシブルタイム）とに分け、出社、退社の時刻を労働
者の決定に委ねるもので、全部をフレキシブルタイムとするこ
ともできる。

文化大使 芸術・スポーツ・芸能等の文化的な分野において活躍され、本
市出身あるいは本市にゆかりがあり、本市の文化振興を積極的
に応援していただける方に委嘱している。

平均通過人員（輸送密度） 一日１ｋｍあたりの鉄道利用者数のこと。
ヘリテージマネージャー 地域に眠る歴史文化遺産を発見し、保存し、活用して、地域づ

くりに生かす能力を持った人材のこと。
ヘルスプロモーション 市民のヘルスリテラシーの向上を図るため、健康に関する様々

な取り組みを推進し、人々が自らの健康をコントロールし、改
善できるようにするプロセスであり、健康的なライフスタイル
を促進する取り組みのこと。

ヘルスリテラシー 健康や医療に関する情報を入手し、理解し、評価し、活用する
能力のこと。

放課後子ども教室 小学校や地域の施設を活用し、子どもたちが安全で安心な放課
後の活動を行う場所を指す。親の就労の有無に関わらず誰でも
参加でき、地域のボランティアの見守りのもと、学習支援やス
ポーツ、文化活動など多様な体験が提供される。

放課後児童クラブ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を対象に、授業
の終了後や夏休み、冬休み、春休みに適切な生活の場を提供す
る。

防災アプリ 防災情報伝達システムの中心的機能を担う亀山市防災アプリの
こと。

防災重点農業用ため池 農業用水の確保を目的として、人工的に作られた農業用ため池
のうち、決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害
を及ぼす５２カ所を指定したもの。

母子保健ＤＸ 紙の問診票を利用して実施している現在の母子保健事業（妊婦
健診、乳幼児健診等）について、デジタル化の全国展開を図る
もの。

舗装保全率 市道のうち、路面の轍やひび割れによる振動や騒音が少なく、
道路利用者が快適に感じる舗装の状態の延長の割合

保幼認小連携 子どもたちの「育ち」と「学び」をさらにスムーズにつなぐた
めに、子どもたちの実態に合わせ、保育所・幼稚園・認定こど
も園と小学校において、それぞれの時期の子どもたちに身に付
けさせたい力や、子どもたちが「段差」を乗り越えるために、
保育者・指導者が連携するもの。

マ行 まちづくり観光 地域と住民が主体となって三者（＝地域資源、定住環境、来訪
者満足度）が調和する総合的なまちづくりとしての取り組みを
意味するもので、その取り組みの結果が観光振興につながって
いくという考え方を指す。

三重大学医学部附属病院ハイブリッ
ドワークステーション

派遣された救急救命士が、三重大学医学部附属病院救急救命セ
ンターにて救急医のタスクシフトとして業務を行い、救命救急
の専門スタッフから指導を受けて、地域の病院前救護の担い手
として必要な知識・技術の習得を目指すもの。

みえ犯罪被害者総合支援センター 犯罪等の被害者等に対して､社会全体の犯罪被害者支援意識の高
揚､被害に遭われた方々の被害の早期回復及び軽減に資するとと
もに、電話や面接での相談や日常生活の支援、病院や裁判所等
への付き添い等を行っている。

メンタルヘルス メンタルヘルスとは、心の健康状態を指し、感情や思考、行動
のバランスが取れている状態を指し、精神疾患の有無だけでな
く、日常生活のストレスへの対処能力や、社会生活を円滑に営
むための精神的な健全さを含む。
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用語 解説
面的整備型児童発達支援体制 これまで進めてきた児童発達支援の取り組みや地域資源を土台

とし、行政（こども家庭センター等）と民間施設（児童発達支
援センターや障がい児通所支援事業所等）との公民連携による
４つの中核機能を提供する体制のこと。

木質バイオマス 木質バイオマスとは、木材や枝、間伐材、製材くず、建築廃材
等の木に由来する再生可能なバイオマス資源を指す。これらは
森林管理や建設現場、製材所等で発生し、燃料や原料として再
利用され、バイオマス発電やペレットストーブ、ボイラー等に
活用されている。

ヤ行 山元還元方式 ごみ処理施設から排出される溶融飛灰に含まれる資源価値の高
い有価金属から、非鉄金属メーカの製錬所において鉛や亜鉛、
銅等を抽出・リサイクルする技術のこと。

有収率 水道事業において課金された料金のうち実際に収納された割合
を示す指標を指す。有収率が高いほど、水道事業者は料金の徴
収において効率的であることを示し、逆に低い場合は未収金や
滞納が問題となる可能性がある。

溶融飛灰 灰溶融炉で溶融処理する際に発生するばいじんで、亜鉛・鉛・
銅・カドミウム等の非鉄金属が高濃度で含まれている。

用途地域 都市計画法の地域地区の一つで、用途の混在を防ぐことを目的
としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地
利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など１３種類が
ある。

要保護児童 保護者がいない、又は保護者に監督・保護させておくことが不
適当だと認められる１８歳未満の子どもを指す。

予防保全型修繕 設備や施設に不具合が生じる前に対策を行う保全を行うこと
で、維持管理・更新費用の縮減が図られる。

ラ行 ライフコースアプローチ 一人の人生を胎児期、幼少期、思春期、青年期および成人期か
ら老年期まで繋げて考えるだけでなく、社会的経済的な状態、
栄養状態、精神状態、生活環境などにも着目して考えるという
観点のこと。

ライフサイクルコスト 製品や建物等が作られてその役割を終えるまでにかかる総コス
トを指す。近年、長期的な視点でコスト管理を行う重要性が高
まっており、ライフサイクルコストの概念がますます注目され
ている。

リソース 「資源」や「経営資源」を意味する。一般的に、ヒト（人
材）、モノ（設備・製品）、カネ（資金）、情報、時間等の組
織が保有するあらゆる資源を総称する用語として用いられる。

療育手帳 知的障がいのある方に交付される手帳を指す。この手帳を持つ
ことによって各種福祉サービスを利用することができる。

林業施設 木材や林産物を生産するための施設や設備のこと。具体的に
は、植林、伐採、管理、収穫等の作業を行うための場所や機械
が含まれる。※要確認

林業事業体 造林・伐採・保育といった林業生産活動を行う組織・経営体の
こと。

レジリエンス レジリエンスとは、困難やストレスに直面した際の回復力や適
応力を指す。

路網整備 森林内の林道や作業道等のインフラを整備し、林業の効率化や
安全性向上を図るための重要な取り組みのこと。

ワ行 ワーク・ライフ・バランス 仕事と私生活の調和を図り、両方を充実させることを目指す考
え方のこと。

ワンストップ窓口 自治体での各種手続きを一つの窓口に集約し、利用者が複数の
手続きを別々の窓口に行かなくても、１か所で全てのサービス
を完結できる仕組みのこと。これにより、行政サービスの向上
や職員の負担軽減が図られる。


